
１．はじめに

BEPS行動計画２とハイブリッド・ミスマッチ
はじめに，本日の報告の概略を述べます（資

料１頁）。この報告では，租税法におけるミス
マッチ（不整合）について検討をし，国際課税
における対応のあり方を検討します。検討にお
いては，現在，OECDを中心にいくつかの国
が加わって検討が進められているBEPS（Base
Erosion and Profit Shifting）の行動計画２，
これは，全部で１５ある行動計画のひとつですが，
この行動計画２でハイブリッド・ミスマッチが
対象とされていますので，その議論を取り上げ
ることにします。本日の報告を通じて，ハイブ
リッド・ミスマッチ（国際的不整合）と，国内
法，特に民事法制との関係，国内法改正のあり
方とその限界，そして，行動計画２における税
源浸食への国際的な対応のあり方などについて，
注意を払いながら議論を進めます。
BEPSの行動計画２では，本年３月にディス

カッション・ドラフトが公表され，各国各界か
らのコメントを受けて，２０１４年９月１６日（この
報告の２日前）に報告書が公表されています。
行動計画２は，国内法に関する部分と租税条約
に関する部分からなり，それぞれを別々の委員

会（working party）が担当しているのですが，
本日の報告では，国内法の部分，各国の国内法
の改正に関する部分を主に取り上げることにし
ます。この部分は，「アグレッシブな租税計画
（Aggressive Tax Planning）」を担当した第１１
委員会が執筆しました。本日の報告は，ディス
カッション・ドラフトを基本としてものになり
ますが，可能な限りで，一昨日公表された報告
書にも触れたいと思います。
本日の報告では，ミスマッチ（不整合）が税

制の中でかなり普遍的に存在していることを指
摘し，BEPS行動計画２が対象をどのように選
択したか，また，どのような対応が考えられて
いるかを紹介します。そこでは，これから述べ
ますように，支払利子控除が主な問題となって
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いることが分かると思います。なお，この後に
も述べますように，この行動計画２は，来年に
勧告が出される予定の行動計画３のCFC税制
（日本でのタックス・ヘイブン対策税制，外国
子会社合算課税制度）の強化，および，行動計
画４の利子控除を通じた税源浸食の制限と深く
関わっていること，今回公表された他の報告書
（行動計画１のデジタル・エコノミーへの対応，
行動計画５の有害税制への対抗，行動計画６の
租税条約の濫用防止，行動計画８の無形資産に
関する移転価格税制）についても，同様に来年
度の勧告と密接に関連することから，一昨日公
表された全体のまとめであるExplanatory
Statement：２０１４ Deliverables（２０１４年の達成
事項の説明）では，今回公表されたものは，一
応はドラフトの形にとどめることとし，来年
２０１５年の達成事項を織り込むことができるよう
にすることとされています。

法人課税における利子控除
さて，昨年のこの大会の報告では，東京大学

の増井良啓教授から，「多国籍企業の利子費用
控除に関する最近の議論」という報告がありま
した１。報告の中では，多国籍企業が税引後利
益を最大化するために，税率の低い国で利益を
計上し，税率の高い国で費用を計上するという
地理的なミスマッチを生じさせて租税裁定を行
うことが指摘されていました。そして，その方
法として，負債（debt）と株式（equity）との
間の課税の非対称性が利用されることが指摘さ
れ，利子控除に関する各国の制限措置や多国間
での費用配賦の提案などの根本的な議論が紹介
されていました。このような利子控除に関する
問題は，まさにBEPS（国際的税源浸食と利益
移転）の問題でもあり，行動計画４において取
り上げるべき問題だと思います。スケジュール

通りに進めば，来年９月に勧告が出され，１２月
には，関連して，移転価格税制での利子取扱い
に関する勧告も策定される予定です。つまり，
本日取り上げる行動計画２の１年後に，利子控
除に関する勧告が行われることになります。利
子控除のあり方は，後ほど述べますように，法
人課税の本質論に関係するので，この行動計画
４は，BEPS行動計画の中でも，他よりも重要
な位置にあると思います。行動計画４との関係
では，本日取り上げるミスマッチに関する行動
計画２は，かなり限られた範囲を対象としてい
ます。すなわち，ハイブリッド・インストリ
ューメント（金融手段）またはハイブリッド・
エンティティ（主体，団体）を利用し，各国の
間での法制のミニマッチ（不整合）によりBEPS
（税源浸食）を行うもの，しかも，利子費用控
除が関係するものに限られています。おそらく，
これらは比較的理解が容易であり，税源浸食が
可視的であることから，行動計画２は，利子控
除が絡む問題のうちの比較的やりやすいところ，
共通理解の得やすいところから初める趣旨だろ
うと思います。そして，核心的な部分は，行動
計画４で浮上することを期待したいと思います。
それから，先ほど少し申し上げた法人所得課

税における利子控除についても，最初にお話し
しておきたいと思います。世の中では様々な所
得獲得活動が行われ，投資に対するリターンが
それぞれに異なりますが，完全競争市場では，
投資はより高い利益が得られる事業に向かい，
その事業に対する投資が過剰となって利益率が
下がる，逆に，利益率の低い事業への投資は減
少するので，その事業の利益率は上昇する，と
いうことが繰り返され，一般均衡状態における
利益率，すなわち，通常利益率に至ると考えら
れます。投資には金銭の貸付けが含まれますか
ら，利子率は通常利益率を表すはずです。そう

―――――――――――――――
１ 増井良啓「多国籍企業の利子費用控除に関する最近の議論」日本租税研究協会『消費税と国際課税への大きな潮
流』４頁（２０１３年）
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すると，法人税が利子控除を認める限り，借入
れによって調達した資金による投資からは，通
常利益に対する税収を得ることはできないこと
になります。法人税収は，一時的に生じる超過
利潤からだけということになります。しかも，
もし損失控除が完全に（法主体を超えて）認め
られていれば，その超過利潤も損失控除により
帳消しになるはずです。
このことは，法人所得税の課税ベースや損失

控除について，ある種の示唆を与えてくれます。
法人税の課税ベースは，支払利子の費用控除や
支払利子によって生じた損失のあり方によって，
より明確に言えば，利子の費用控除を制限する
ことによって，成り立っているのではないか，
法人税の課税ベースとは，控除できなかった費
用であり，その中心にあるのは利子ではないか，
ということです。もう２０年以上も昔になります
が，米国財務省がCBIT（Comprehensive Busi-
ness Income Tax）という法人税を提案したこ
とがあります２。この CBITでは，支払利子と
支払配当とは同じように扱われ，したがって，
支払利子の控除は認められないことになってい
ました。これにより，法人による通常利益の投
資からの収益に対する課税が可能となるわけで
す。そして，もし利子と配当が同じように扱わ
れれば，今日，これからお話しするハイブリッ
ド・ミスマッチによる税源浸食の問題も，大半
は解消してしまうのです。法人税の課税ベース
拡大にとって，利子控除の制限は切り札になる
と思います。

２．問題の所在

様々なミスマッチ（不整合）
では，ミスマッチという角度から，利子費用

控除を用いた国際的な税源浸食について検討し
ましょう（資料１頁）。このミスマッチ，不整
合という現象は，広く理解すると，税制を通じ
てかなり普遍的に存在します。たとえば，所得
税法において，減価償却費を事業所得の必要経
費としながら，その資産の譲渡時に生じる譲渡
益は，資産の保有期間が５年を超えていれば，
長期譲渡所得として二分の一課税を受けます。
控除は全額認めながら，利益は半分しか課税し
ていないのです。しかし，譲渡益は過年度の償
却が過大であったことを示していると考えられ
ます。借入れによる資産取得でも，現在の制度
では，借入れが資産の取得価額に算入されてし
まうため，支出なしに控除が認められることに
なります。これらキャピタル・ゲイン課税と借
入れの取得価額算入は，いわゆるタックス・シ
ェルターの基本的な構成要素に含まれます。タ
ックス・シェルターの規制では，「借入れ」の
意味（人的責任を負わないノン・リコース借入
れの扱い）や資産の「取得」（課税上の所有者）
の意味が，問われてきました。
ミスマッチは，複数当事者の間でも生じます。

その例として，交際費や福利厚生費が考えられ
ます。これらの支払いで生じる支出側での控除
と受取側での非課税（Deduction/Non―Inclu-
sion）は，不整合のひとつのパターンです。も
うひとつは，両当事者で控除（Double Deduc-
tion）というものです。もっとも，複数当事者
では，非課税主体や繰越欠損金を持つような赤
字法人で課税が起こらないことや，さらには課
税時期のずれも，ミニマッチといえばミスマッ
チです。ミスマッチの概念は，際限なく広がり
そうに思えます。
国際課税に目を向けると，国内において借入

により資金を調達してその利子を控除しながら，

―――――――――――――――
２ Report of the Department of the Treasury on Integration of the Individual and Corporate Tax Systems : Tax-
ing Business Once，”Jan．１９９２．The Report is available at
http : //www.treasury.gov/resource―center/tax―policy/Pages/integration―paper.aspx#summary
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益金不算入となる外国子会社配当を得る行為は，
国際的なミスマッチと考えられます。ここでは，
ある納税者についてのミスマッチが生じている
と同時に，配当を支払う相手方をはじめとする
多国籍企業という複数の法主体間で，国際的な
課税ベースの移転（Profit Shifting）が生じて
いると考えられます。

ハイブリッド要素による不整合
BEPS 行動計画２が問題とするのは，ハイブ

リッド要素によるミスマッチ，すなわち，ある
事実の法的性質，法的取扱いか国家間で異なる
ことに基づく不整合です（資料２頁）。この「法
的」における法は，租税法だけでなく，民事法
も問題となり得ることに注意して下さい。たと
えば，何が法人であるかは，日本では，法人法
定主義といいますが，国家制定法だけが，法人
格を作り出すことができるとされています。そ
して，ご承知のように，法人格がなくとも法人
のように扱われる主体として，権利能力なき社
団・財団という存在が民事法上認められており，
租税法上法人扱いを受ける「人格なき社団」は，
民事法上の権利能力なき社団・財団と同じもの
（借用）と考えられます。ところが，後に見る
ように，行動計画２は，場合によっては，一定
の団体や契約を課税の対象となる主体（納税義
務者）と扱うことを求めています。このとき，
租税法上，そのような規定を置くのは簡単です
が，それは民事法上の権利義務の主体ではない
ので（民事法を変えない限り），そのような納
税義務者の所得計算などをどのように行えばよ
いのか，これまで日本の租税法は民事法に基づ
いて課税関係を考えてきたので，ここには，検
討の必要があります。
ハイブリッド要素による不整合としては，

リース取引，レポ取引，非典型担保などにおけ

る（課税上の）資産の所有者，Debt と Equity
の区別，法人課税の対象となる主体（Entity）
とそうでないものの区別などの不一致に基づく
ものがありますが，行動計画２では，後に述べ
るように，３つのターゲットに絞って対応を考
えています。しかし，その背景には，先に述べ
たように利子控除による税源浸食，言い換えれ
ば，課税ベースの移動の問題が控えており，対
外投資についても対内投資についても，一定の
対応が行われています（資料２頁中）。このう
ち，Inbound については，国外に支払われる利
子についての控除制限が，移転価格税制，過小
資本税制，過大支払利子税制の３つの制度で行
われています。しかし，国内に支払われる利子
については，制限がありません。また，内国法
人からの配当の益金不算入については，負債利
子控除（負債利子に対応する部分は益金に算入
する制度）がありますが（法法２３条４項），外
国法人からの配当の益金不算入については，そ
のような制度は設けられていません。このこと
には，検討の余地があります。利子控除と法人
税の本質論については，先ほど説明した通りで，
利子控除の制限といういわば「切り札」をどの
ように扱うか，対応して，法人への投資に係る
収益を株主や債権者レベルでどのように課税す
るかが問題となるでしょう。法人への投資家の
段階までを視野に入れた場合，法人税，すなわ
ち，法人段階課税が，必ずしも所得課税である
必要性はないと思います。

国内法による国際的不整合への対応
国内法による国際的不整合への対応を見まし

ょう（資料２～３頁）。といっても，日本は，
LPS事件（米国で組合課税を受けているデラ
ウェア州法のリミテッド・パートナーシップを
日本の課税庁が法人とみなした事件）３に見られ

―――――――――――――――
３ 東京高判平成２５年３月１３日訟月６０巻１号１６５頁（法人性を肯定），名古屋高判平成２５年１月２４日裁判所HP（法人
性を否定），大阪高判平成２５年４月２５日裁判所HP（法人性を肯定）など。
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るように，相手国での扱いは視野に入れていま
せんでした。また，立法についても，先ほどの
言及した外国法人配当の益金不算入に係る問題
があります。すなわち，支払配当を損金算入す
る国から受けた配当についても，日本で益金不
算入としてよいかという問題です。もし，それ
は適当ではないとすると，問題はさらに広がり
ます。相手国で，損金算入はできなくても，課
税もされていないような利益の配当であればど
うか，課税があったとしても，軽減課税であれ
ばどうか，といった問題が出てきます。日本で
もかつては配当軽減税率が設けられていました
が，このようなものをどう扱うかが問題となり
そうです。さらに，このお話の裏側として，日
本の納税者が外国に利子を支払ったとき，その
利子が外国で非課税とされているのであれば，
日本はその支払利子を費用控除する必要はない，
あるいは，控除すべきではない，ということに
なるかもしれません。この問題は，まさに
BEPS報告書行動計画２が議論しているところ
です。
米国を見ても，やはり，外国を見て国内的な

扱いを考える，ということにはしていません。
ただし，米国では民事法の立法権や民事裁判権
は，原則として各州にあり，州ごとの差異があ
ります。したがって，連邦税である所得税・法
人税では，日本のように民事法の形成する法律
関係に依拠して課税要件事実を判断し，租税法
は民事法の概念を原則としてそのまま受け入れ
る，といった仕組みをとることができません。
ですので，たとえばリース資産の所有者や
debt/equity の区別などについても，租税法と
して独自の判断をします。しかし，それでも，
ペプシコの事件や STARS（Structured Trust
Advantaged Repackaged Securities）のような
ミスマッチを利用した負担軽減策が行われ，問
題とされています。
立法による対応では，米国は世界をリードし

ており，BEPS行動計画２の報告書も，このよ
うな米国の規定を参照していることは間違いあ

りません。たとえば，内国歳入法典１５０３条（d）
の二重連結申告による損失控除は，行動計画で
も検討されています。また，８９４条（c）では，
相手国が所得としたかどうか，課税をしたかど
うかで，規定の適用の有無が決まるようになっ
ています。９０１条（m）は，外国税額控除の対
象とする外国税について，一定の調整をしてい
ます。
内国歳入法典９０４条（f）と９０９条は，日本で

も立法の検討が必要です。９０４条（f）（国外損
失のリキャプチャー）は，ある年度に外国で損
失が生じて国内所得を相殺した（全世界所得課
税ですから）後，外国で所得が生じた場合，そ
の外国所得を国内所得とみなし，その所得に係
る外国税額控除を制限する規定です。このよう
な外国での損失と所得は，外国での繰越欠損金
の控除により，相殺されている（べきである）
と考えられるためです。９０９条（国外所得と外
国税額控除の対応確保）は２０１０年に制定された
規定で，foreign tax credit splitting と呼ばれる
外国所得とこれに係る外国税額控除とを切り離
すような税負担軽減策を防止するものです。合
衆国の外国税額控除の対象となる外国税は，そ
の外国の法律の下で，納税義務を課された主体
が支払ったもの考えられます。そこで，外国法
の下で納税義務者となる主体と，合衆国が課税
の対象とする所得が帰属する者とを分離するこ
とができれば，合衆国の所得税を課されない所
得について，外国税額控除を得る可能性が生じ
ます。９０９条は，これを防止する規定です。こ
の分離をする手法として，リバース・ハイブリ
ッドという法主体に係るミスマッチが利用され
ること（reverse hybrid splitter arrangement）
が多いので，この規定は，このようなミスマッ
チによる不整合の防止規定と考えることもでき
ます。
ここで，「ハイブリッド主体」と「リバース・

ハイブリッド主体」という言葉の意味を説明し
ます。これらの言葉には，必ずしも一致した意
味が与えられてきたわけではありませんが，こ
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の報告では，「ハイブリッド主体」とは，第１
の国の租税法の下で納税義務者とならない（透
明である）が，第２の国の租税法の下で納税義
務者となる主体（団体）について，第１の国か
ら見た場合をいい，「リバース・ハイブリッド
主体」とは，その主体を第２の国から見た場合
をいいます。日本は，たとえば LPS事件にも
見られるように，法主体を積極的に認める方向
で税制を運用してきましたが，このことは，リ
バース・ハイブリッド（日本からは法主体，外
国からは透明）が生じやすくなっていることを
意味します。したがって，このような規定は，
日本にも必要であると考えられます。
EUでは，日本で進められている外国子会社

配当益金不算入の見直し（控除された配当は非
課税の対象としない）と同様の指令が出ていま
す。

３．BEPSの観点から

支払いへの着目と３つの方策
このように，不整合には様々ありますが，行

動計画２は，対象を主体（entity）または金融
手段（instruments）の取扱いに関する国家間
の不整合に絞り込んでいます（資料４頁）。そ
して，「支払い」という現象について，その当
事者に生じるD／NI と DDという不整合を対
象としています。

D/NI（Deduction / Non―Inclusion）（支払
側控除／受取側非課税）

DD（Double Deduction）（支払側控除／受
取側控除）

もちろん，II（二重課税），ND／ND（二重
非控除），ND／I（非控除／課税）のような納
税者に不利な不整合も当然あり得るわけですが，
これらのうち，二重課税についてのみ，D／NI
や DDを打ち消す限りで，考慮されています。
なお，法人と株主は独立して課税を受けるとい

う考え方からは，少なくとも株主が個人であれ
ば，二重課税が生じてもよい，というより，二
重課税が原則であると考えられます。そして，
米国は昔から個人と法人に二重課税を行ってき
ましたし，ほとんどのヨーロッパ諸国でも個人
と法人との二重課税排除措置は廃止されていま
すので，ますます，二重課税が原則であるとも
思えるのですが，行動計画２で対応しているの
は，D／NI と DDになります。
対応策としては，�a ～�c の３つが用意されて

います。

�a 支払国で控除された支払いについては，
受取国は非課税や課税繰延べの対象とし
ない。

�b受取国で所得に算入されない（かつ，タ
ックス・ヘイブン対策税制の適用を受け
ない）支払については，支払国は控除を
認めない。

�c 一方の国で控除が認められる支払につい
ては，他方の国は控除を認めない。

ただし，�a については，各国がまず国内法を
改正することが求められています。そして，そ
れができれば，かなりの部分のミスマッチが解
消されるだろうと述べられています。日本も，
法人税法２３条の２の改正として，できるだけ早
く実施すべきであると考えられます。
�bと�c はリンキング・ルールと呼ばれるもの

で，相手国がどのように扱っているかに依拠し
て，自国がルールを適用するかどうかを決める，
というものになっています。ルールの適用が相
手国のやり方にリンクしているので，リンキン
グ・ルールというわけです。
対象となる取引は，ハイブリッド要素を持ち，

かつ，そのハイブリッド要素に基づいて不整合，
といっても，D／NI またはDDに限られます
が，これらが生じることものとされています。
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両当事者を合わせた税負担の減少
さて，対応策が発動されるための要件は，非

常に興味深いものとなっています。すなわち，
取引の両当事者の税負担の合計額が減少するこ
ととされています。それが両当事者のうちのど
ちらであるかは示す必要がありません。制度設
計の原則（資料４頁下の２A）でも，防止ルー
ル（ただし，�a は一般法ですから，リンキン
グ・ルールの�bと�c になります。）の適用にあ
たって，税収を失ったこと（納税額が減少した
こと）を，国は主張する必要がないとしていま
す。ハイブリッド・ミスマッチにおいて，どち
らの国が税収を失ったかは決められない，とい
う考え方なのです。
このような考え方は，従来なかったものです。

たとえば，租税回避の否認規定といわれる行為
計算否認規定を考えてみて下さい。この規定が
適用される要件は，「不当な税負担の減少」で
す。これまで裁判等で争われてきたのは，「不
当」か否かですが，税負担の減少が存在するこ
とは，いわば当然の前提とされてきました。と
ころが，ハイブリッド・ミスマッチの防止ルー
ルでは，そうではありません。国は，自国が課
税の対象としうる課税ベースが減少したと言え
なくても，このルールを適用します。どちらか
の国で減少していれば，防止ルールが適用でき
るわけです。
しかし，このことは，ルールの適用について，

微妙な問題を引き起こします。仮に，ハイブリ
ッド・ミスマッチが生じたとき，一体どちらの
国に課税権があるのかが決められないとします。
しかし，では両方の国が課税してしまおう，と
言うわけにも行かないでしょう。そこで，相手
国の課税の有無を見て自国が課税をするかどう
かを決めるというリンキング・ルールが作られ
た，ということになります。問題は，このリン
クがうまく働くかどうかです。資料の２２頁（お
よび６頁）を見て頂くと，さらに，リンキン
グ・ルール（ハイブリッド不整合ルール）の優
先順位が記されています。表の一番上を見て頂

くと，まず主たる対応として，（受取国で国内
法改正が行われなければ）支払国で控除を否認
する，それかなければ，受取国で所得に算入す
る，このように行ったり来たりする対応になっ
ています。問題は，主たる対応としての支払国
での控除否認を，受取国はどのように知るか，
また，受取国は，支払国がいつまでに控除否認
をしなかったときに，防御ルールの適用，すな
わち，所得算入ができるか，という問題です。
ここをしっかり決めておかないと，支払国は，
受取国が防御ルールを適用すれば，または，適
用しそうになったら，主たるルールを適用する，
という戦略をとるかもしれません。そうなると，
受取国に，いわゆる囚人のジレンマのようなこ
とが生じてしまいます。課税権の所在が明らか
ではない所得を課税の対象とするために，この
ような問題が生じるわけです。
しかし，考えてみれば，このことは，BEPS

の問題全般，行動計画全般を通じて生じている
ことです。BEPSの議論は，今日の国際的な課
税逃れの有り様を相当程度，明らかにしました。
これまでのルールでは捕捉できない所得や取引
が存在し，行動計画でも明らかになったように，
グーグル，アマゾン，スターバックス，アップ
ルなどの身近で有名な国際企業までが，合法的
に課税を逃れていたことが明らかにされたわけ
です。課税を逃れた所得，どこの国にも属さな
いような所得があることは，明らかになりまし
た。問題は，ではどの国がそれに課税をするか，
ということになります。いわば浮いていた所得
をどちらが取るか，そこでの課税権の原則が，
少なくともハイブリッド・ミスマッチに関する
限り決定できず，結局は，今申し上げたように，
主たる対応と防御ルール，その前段階として国
内法改正という，いわば三段構えの構図を作っ
たわけですが，場合によっては，先に手を出し
た国が勝つ，といったことになりかねない印象
を受けます。
また，行動計画２では詰め切れなかったのか

もしれませんが，伝統的な国際課税のルールに
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どうはめ込んでゆくかには，課題も残っていま
す。たとえば，リンキング・ルールを適用して
所得算入が行われる場合，その所得の源泉地を
どうするか，という問題があります。

ハイブリッド金融手段
それでは，ここからは具体例を見てゆくこと

にしましょう。まず，ハイブリッド金融手段で
す。資料８頁の図と説明を見て頂くと分かると
思いますが，典型的なD／NI のケースになっ
ています。たとえばブラジルでは，利益の配当
は損金に算入されますが，日本は，そのような
配当についても益金不算入を認めて来ました。
国税庁HPの質疑応答事例では，損金算入配当
にも益金不算入を認める理由として，「外国子
会社の所得については，その所在地国の課税に
よって完結しており，所在地国における課税の
可否や税率の多寡は問わない」と述べられてい
ます４。この「完結」という言葉には，相手国
の課税のあり方を問題としない，という考え方
が表れています。しかし，行動計画２は，これ
までのこのような考え方を改め，両国の間に不
整合があり，解消しなければならないと考える
わけです。Debt/Equity の不整合（A国では
株式，B国では社債）は端的なものですが，こ
れ以外にも，�a ～�e で示したようなバリエーシ
ョンが考えられます。これらは，Debt/Debt
ミスマッチと言われています。
資料９頁の例は，いわゆるレポ取引に対する

扱いに，A国とB国で差異があることを利用
したものです。すなわち，A国は実質主義に
より，レポ（買戻特約付譲渡）を行っても，B
子会社株の権利者はA社のままで変化しない
と扱います。ところが，B国は形式主義なので，
権利者はB社になるとする。この結果，B社

の配当は，B国では子会社配当として益金不算
入，A国では，A社が受け取ったものとみな
され（外国子会社配当として間接外国税額控除），
レポの費用（B子会社株の売却価格が買戻価格
より低い部分）を利子控除の対象とします。以
上の結果，資料９頁の表にあるように，外国税
額控除超過額２１が生じます。また，もしA国
が日本のように外国子会社配当益金不算入の制
度を用いている場合には，７０の損失（支払利子
のみ控除される）が生じます。ただし，日本で
は，５％だけは課税されるので，全滅というわ
けではないのですが，，，。これを見ても，法
人税法２３条の２は，改正をして益金不算入額を
適正化することが必要だと思います。
１頁飛ばして，資料１１頁に行きます。この表

は，本年３月に公表されたディスカッション・
ドラフトですが，基本的には先日の報告書（De-
liverable）（資料２２頁）と同じです。その考え
方は，まず，国内法の改正により，受取配当の
非課税措置は，控除される配当に適用しないこ
ととする。これで，ミスマッチのかなりの部分
は除去されます。たとえば，最初のケースはこ
れで解決されます。その後問題になるのは，主
にDebt/Debt のミスマッチになります。二番
目の例では，A社がB社にレポ費用（金利）
として７０の支払いを行うという債務（debt）が，
B国では株式譲渡益として，非課税または軽減
課税を受けています（表では非課税）。この不
整合（B国で通常所得課税を受けないこと）が
ある限りで，A国は７０を利子控除してはなら
ないことになります（主たる対応）。もし，A
国がそうしなければ，B国はこのレポ差額７０に
通常所得課税をしなければなりません。注意し
て欲しいのは，ここでは，レポの扱いそのもの
（私法上または租税法上，株式の貸借なのか譲

―――――――――――――――
４ 国税庁HP質疑応答事例「外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について」（２０１４
年１０月２８日閲覧）
http : //www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho―kaishaku/shitsugi/hojin/25/02.htm
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渡なのか）を両国で合わせる，という指示には
なっていないことです。あくまでも，控除また
は所得算入について，勧告が行われます。
資料１０頁に戻ります。ここでは，子会社株式

ではなく上場社債について，レポが行われてい
ます。B社は，この社債を保有している期間に
受けた社債利子（１０％源徴後）を，A社に支
払う契約となっています。そして，ここでも，
A国は実質主義（社債の権利者はA社と扱う），
B国は形式主義（権利者をB社と扱う）を取
るので，B国による支払利息への１０％源泉徴収
税について，B社は国内の所得税額控除をB
国に，A社は源泉徴収に対する直接外国税額
控除をA国に請求し，二重の税額控除が生じ
ます。資料２２頁の報告書のまとめの部分にはっ
きり書かれていますが，このような場合の税額
控除については，それぞれの国で生じる課税所
得の比率に応じて与える，この場合でいう
と，１００：１０になりますが，この比率で与える
ように，国内法を改正することが勧告されてい
ます。この改正とその執行は，先ほどの配当益
金不算入の制限とは異なり，相手国での源泉徴
収の金額に加えて，課税所得の発生額を知る必
要があるので，やや困難ではないかと思います。
たぶんそのような事情で，ディスカッション・
ドラフトでは少し控えめに書かれていたのです
が，今回の報告書では，正式に取り入れられま
したので，日本も，このような場合の所得税額
控除と外国税額控除について，改正が必要にな
ります。
再び資料１１頁ですが，技術的問題として，課

税のタイミングのこと，すなわち，合理的な期
間内のタイミングのズレはミスマッチとは扱わ
ない，という方針が示されています。このこと
をどう具体化するかが問題となります。そこに
あるOIDルールとは，日本では社債発行差金
を償還満期までの期間に配賦する処理がありま
すが，このような処理を金銭債権全般に拡張す
るルールで，米国が実施しています。控除の意
味や制限については，先ほど，法人税法２３条の

２の改正に関して概ね述べました。通常所得課
税についても，国内の個人所得課税ですが，措
置法３条以下の利子所得の分離課税などは，非
居住者も対象としているので，改正の要否の確
認が必要だと思います。
資料１２頁では，非課税主体（ここでは公益法

人）が当事者となるハイブリッド金融手段につ
いての考え方を示しています。説明にあるよう
に，ルールは適用するが，A国で非課税であ
ることには変わりないという結論になります。
ハイブリット金融手段のミスマッチについて

は，ミスマッチのある金融手段が広く流通し，
事情を知らずに取得される場合もあることから，
以上のルールの適用範囲（の限定）が問題とな
ります。報告書は，まず，対象範囲を限定しな
い国内法の改正（外国子会社配当益金不算入の
制限など）を勧告しています。それで取りこぼ
すものについては，リンキング・ルール（主た
る対応と防御ルール）になるわけですが，その
適用範囲について，ディスカッション・ドラフ
トでは２つの考え方が示され，パブリック・コ
メントが求められていました。それが，Bottom
―up アプローチ（資料１２頁下）とTop―down
アプローチ（資料１３頁）です。Bottom―up ア
プローチは，対象範囲を最初から限定するとい
う考え方，Top―down アプローチは，限定せ
ずに例外として広く取引されているものや執行
上の負担が不合理に大きいものなどを除くとい
う考え方です。
パブリック・コメントが圧倒的にBottom―

up アプローチを支持したため，この度の報告
書ではそちらが採用されましたが，問題は，そ
の限定をどうするかです。その方針は，関連者
間 取 引 と 仕 組 取 引（Structured Arrange-
ments）を対象とするというものですが，関連
者間取引については，協働者（Acting in Con-
cert，Acting Together）を含むことが問題と
なりそうです。仕組取引も範囲がかなり広がる
可能性があり，たとえば，資料１３頁の図のよう
な場合，すなわち，延払条件付販売について，
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B国が金利部分を分離して利子控除するのに対
して，A国は譲渡代価に含めてしまってキャ
ピタル・ゲイン課税をするような場合も一応は
対象となり得ることが，ディスカッション・ド
ラフトでは示されていました。この場合，当事
者が意図したものかどうか，また，このような
不整合を知り，または，知るべき立場にあった
かが問題となり得ますが，これを確認するよう
なルールは，かなり複雑なものとなることが懸
念されることも述べられていました。この度の
報告書では，資料２２頁下に示したような定義
（訳出しているのは概略部分だけで，かなり細
かいルールが設けられています。）によること
になります。関連者と協働についても資料２２頁
下に示しましたが，これらは，日本の租税法の
関連者などとは違う定義の仕方になっています。
外国についてもその国の国内法との不一致があ
ると思われるので，各国がどのような国内的イ
ンプリメンテーション（具体化）をするか，
BEPS行動計画の影響力を見る上で，興味深い
ところです。

ハイブリッド主体
もうひとつの類型であるハイブリッド主体

（事業体）に行きます。資料１４頁の上の図は，
A国から見てハイブリッド主体，すなわち，A
国はB社に法人格または租税上の主体（納税
者）としての地位を与えていないが，B国はこ
れを法人として扱う場合です。まず，仮にB
子会社（BSub１）がないとすると，B社が所
得を得れば，A国とB国の二重課税を受けま
す。このとき，A国の二重課税排除措置が働
くか否かは明らかではありません。B社の支払
ったB国税を，A国がA社の支払った外国税
と考えかどうかによると思われます。逆に，B
社に損失が生じれば，両国で控除されます。こ
のような二重課税と二重控除は，典型的なミス
マッチであり，生じない方がよいと思われます
が，行動計画２では，このような単純な二重課
税や二重控除には対応しないこととしています。

つまり，これだけではBEPSは生じないと認
識されているわけです。行動計画２による措置
の対象となるのは，B社が第三者に利子を支払
い，その控除が連結子会社であるBSub１の所
得を減少させる場合です。この考え方はやや理
解が難しいのですが，B社の利子の支払いとい
う二重計上費用（DD）が，二重課税を受ける
可能性のない所得を相殺して初めて，措置の対
象としようということです。つまり，利子控除
がA社とB社のみで二重控除されていても，
二重課税（二重の算入）を受ける所得と相殺さ
れるだけなので，それだけでは問題にしない，
という考え方であり，対応範囲が限定されてい
るのです。
資料１４頁の下の図は，B社が法人ではなく

PE（恒久的施設）である場合です。PEについ
ては，日本の最近の改正でも，いわゆる帰属所
得主義の下で，子会社ように扱うことになりま
したが，外国の中には，さらに進んで，連結納
税も認めようという国もあるわけです。そうな
ると，PEはA国から見て一種のハイブリッド
主体になります。この例は極端ですが，いわゆ
る帰属所得主義に基づいて PEの子会社みなし
というような考え方を追求すると，ハイブリッ
ドやリバース・ハイブリッドが生まれてくるこ
とに注意をすべきであると思います。
資料１５頁上の図は，B社という二重居住者法

人が，二重連結を行い，損失を二重控除する例
です。ここでも，B子会社の所得を相殺するこ
とが問題とされています。なお，本日お話しし
ている行動計画２は，先にも述べましたように
国内法に関する部分と租税条約に関する部分に
分かれ，本日は国内法の部分を取り上げていま
すが，租税条約の部分で，B社のような二重居
住者法人への対処が勧告されています。また，
先に見た米国の内国歳入法典１５０３条�dは，外国
税額控除について，制限を行う規則の制定権限
を与えています。
資料１５頁下の図は，A社がB社に貸付けを

行い，利子を収受するもので，D／NI が生じ
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ています。ハイブリッドが行う利子の支払いが
もたらす効果です。これは，報告書（資料２２
頁）では，別項目として，上から２段目に整理
されています。「無視される」というのは，A
国が無視するということです。この場合，もし，
B社をA国が PEとし，帰属所得主義により
子会社扱いをするのであれば，無視される支払
いは生じないことになります。
資料１６頁の図は，A子会社の PEがA社に

利子を支払うのですが，この PEが B子会社と
連結され，B子会社の所得を相殺するというパ
ターンです。この支払利子を，A国は無視す
るので，D／NI が生じます。
ディスカッション・ドラフトの勧告では，

a）～c）により，前述の二重算入が生じうる場
合を対象から除外しています。この考え方の理
解の方法としては，まず，c）の二重算入を見
てください。関係両国において課税の対象とな
り得るような所得を言います。たとえば，B国
に所在し，B国で法人と扱われる団体が，その
投資家のいるA国で組合と扱われる，これは
不整合であり，B国で所得が生じれば両国で課
税を受けます。これが二重算入所得です。この
団体について，損失が生じれば両国で控除され
ます。が，それだけでは，問題にしないとして
いるのです。措置の対象とされるのは，控除が
二重算入所得以外の所得を相殺する場合です。
問題は，資料１７頁中程にある対応策です。DD

については，主たるルールは，投資家の国（A
国）での控除の否認，防御ルールが，子会社の
国（B国）での控除否認になります。報告書（資
料２２頁）では，DDと書かれた段の上の方の段
になります。投資家の国の方が全体の仕組みを
つかみやすいので，この優先順位が設けられて
いるのだと思われます。また，主たるルールと
防御ルールのいずれについても，否認された損
失控除については，繰越が認められています。
それから，e）と f）では，相手国における課
税上の扱いを納税者に立証させる点に特徴が認
められます。

このような方法には，根本的な問題もありそ
うに思います。それは，法主体とは何かをめぐ
る民事法と租税法の関係です。いま，A国か
ら見たときのハイブリッド主体は，法制度上は，
A国には見えません。場合によっては，何か
人と金が集まっているかのような実態はあるの
かもしれませんが，法的には不可視です。しか
も，たとえば日本のような民事法制に依拠した
課税要件を設けている国，少なくとも租税法の
解釈適用を民事法に依存している国では，民事
法上の権利義務の主体ではないので，Aとい
う法人がある支払いをしたとき，それをA国
のA社本体がしたのかB国のハイブリッドが
行ったのかを民事法のレベルで明らかにするこ
とは，非常に難しいと思われます。つまり，A
国にとっては，見えない，存在しない法主体に
ついて，損益の帰属を決めることは，この図に
書かれているようにはっきりしていればいいの
ですが，むしろ，その事実の認定に至るまでが
大変で，そこでは民事法上の権利義務の帰属と
いう一般的な課税要件事実判断の方法が使えな
い（かもしれない），ということです。
この問題は，D／NI ではもう少し深刻です。

D／NI については，まず支払者の国における
控除の制限になりますが，制限が働かなければ，
防御ルールとして，受領者の国が通常所得に算
入することになります。控除を制限するのは，
B国，つまり，その主体が見える国が行います
から，ことは租税法上の話だけで済みます（支
出の事実があっても，控除要件に当てはまらな
いと構成される）。これに対して，先に述べた
ように，A国はハイブリッドの存在が見えま
せから，所得の算入については，それは事実な
のか擬制なのかを考えておく必要があります。
また，借方側の資産の増加や貸方側の利益積立
金額または資本金等の額の増減をどうするかも，
日本の税制では整理が必要です。

第三国への拡大（不整合の輸入）
ここまでは，Aと Bの２つの国でミスマッ
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チがあり，両者を合わせて考えると，税収が減
少していた，ミスマッチにより，どちらの国か
は分かりませんが，とにかく両国を合わせた課
税ベースについては侵害があった場合でした。
これに対して，このような侵害が，第三国に持
ち込まれる，輸入（import）される場合が，こ
こからの問題です。なお，この整理は，３月の
ディスカッション・ドラフトにおけるものです
が，このような侵害の手法がリバース・ハイブ
リッドとそれ以外に分かれることから，この度
の報告書では，リバース・ハイブリッドを別項
としています。資料２２頁では，D／NI の上か
ら３段目になっています。
資料１８頁上の図が，そのリバース・ハイブリ

ッドによる第三国への輸入の例になります。B
社は，A国から見てリバース・ハイブリッド，
つまり，A国はB社を法主体として認識しま
すが，B国は独立した法主体とは扱わず，透明
とします。既に述べていますように，日本の租
税法は私法に依拠して課税関係を作っているの
で，透明となると，それはほんとうに透明，つ
まり，私法上の権利義務が帰属しないことにな
ります。しかし，そうではない国，たとえば米
国のことを最初に申しましたが，こうした国で
は，単に納税義務者とは扱わないだけで，私法
上の存在とは別です。また，私法に依拠してい
るドイツでも一部の人的会社については，納税
者として法人税の対象とすることはしていませ
ん。おそらく，かなりの数の国において，私法
上は権利義務の主体であるが，課税上はそうは
扱われないような私法上の法形式があるだろう
と思います。さらに，米国では，ご存じと思い
ますが，いわゆるチェック・ザ・ボックス規則
が１９９６年，というと，もはや２０年弱の昔になり
ますが，その年に登場し，上場株式会社などの
一部の法人を除いて，事業体（日本の民法の言
葉では団体）は，法人税の課税を受けるかどう
かを選択することができるようになりました。
これは，民事法の制定権限を持つ州が，法人課
税を受けないような私法上の団体制度をいろい

ろと作り出し，課税庁が法人とそうでないもの
を区別できなくなったからです。チェック・
ザ・ボックス規則は，法人課税を納税者に選択
されるという思い切ったやり方をとりましたが，
この規則こそが，ハイブリッド・ミスマッチの
大きな原因であることは間違いないように思い
ます。特に，米国で設立され，チェック・ボッ
クスにチェックを入れなかった（法人課税を選
択しなかった）団体の多くは，米国の民事関係
では当事者能力があり，外国から見れば，リ
バース・ハイブリッドになることも多いと思わ
れます。おそらく，行動計画２を策定した担当
者達は，このような団体を念頭に置いており，
この後述べますように，こうした団体にチェッ
クをしたものと見なす課税をしても，特に納税
義務の所在を巡る問題は生じない，つまり，こ
うした団体には，納税義務を帰属させ，履行さ
せることができると考えているように思います。
BEPS行動計画２は，主体を「透明（transpar-
ent）」と「不透明（opaque）」に区別していま
すが，「透明」の中には，日本の私法上は法主
体（法人）に該当するものが含まれるだろうと
思います。
もちろん，考えてみれば，日本や他の多くの

国では，私的自治や契約自由の原則が認められ
ており，人々の集まりである団体を法人格のあ
るのとするかどうかは，その人達がどのような
私法上の法形式を選択するかによるわけですか
ら，この意味では，法人課税の選択はできるの
です。しかし，権利義務の主体ではないような
団体，たとえば民法上の任意組合や信託につい
て，仮にこれを法人と見なして納税義務を課し
たとしても，納税義務も金銭債務の１つである
以上，法主体ではないものに対して債務の履行
をどう確保するのかという問題は残ります。
BEPS行動計画２は，そうした根本的な問題は，
議論の対象としていません。
お話が抽象論に流れましたが，資料１８頁上の

図に戻ります。そこの説明にありますように，
第三国の主体C社が支払った利子は，C国で

― 71 ―



は控除されているのに，B社はA国から見た
ときにリバース・ハイブリッドですので，A
国もB国も課税の対象としないことになりま
す。これは，D／NI です。
対応策ですが，資料２０頁の表と２２頁の表とを

比べながら，お聞き下さい。ディスカッショ
ン・ドラフトでは，まず，投資家の国である
A国が，CFC税制（外国子会社合算課税）や
外国投資ファンド税制（日本にはありません。
子会社以外の投資についても，ファンド等での
留保利益に対して配当を待たずに課税をする制
度です。）を強化する国内法改正を勧告してい
ます。このようなCFC税制強化の国内法改正
の勧告は，この度の報告書にも登場はします。
しかし，このような国内法改正で対処できない
場合のリンキング・ルールとその優先順位につ
いては，ディスカッション・ドラフトと報告書
では，少し違いがあります。ディスカッショ
ン・ドラフトでは，主たる対応として投資家国，
A国での所得算入，第二次的ルールとして中
間介在者所在地国により，当事者がリバース・
ハイブリッドと扱っている主体については，課
税の対象とする，つまり，法人扱いすることを
求め，最後の防御ルールとして，第三国である
C国による支配利子の損金不算入を勧告しまし
た。これに対して，報告書では，国内法改正に
ついて，CFCやオフショア投資税制（ディス
カッション・ドラフトが外国投資ファンド税制
と呼んでいたもの）に加えて，ディスカッショ
ン・ドラフトでは第二次的ルールの位置にあっ
た中間介在者国によるリバース・ハイブリッド
の法人みなしを，国内法改正の順位に引き上げ
ています。そして，リンキング・ルールとして
は，支払国（C国）による利子控除否認のみを
あげています。この変化は，要するに，中間介
在地国による法人みなしを，国内法改正をして
改善するよう，より強く求めたと言うことにな
ります。その意味はどこにあるでしょうか。私
は，これは，米国のチェック・ザ・ボックス規
則に向けられたメッセージであろうと思います。

このようなはた迷惑な規則は，できれば止めて
欲しい，という思いがあるように感じられます。
しかし，事業体の選択は，私法のレベルにお

いてはどこの国でも認めていることです。この
ことには，十分な配慮を払うべきだろうと思い
ます。米国で会社を設立してチェックを外すの
と，日本で組合を設立するのとは，権利義務の
帰属の仕方が異なり，意味が違うと思います。
資料１８頁下の図では，リバース・ハイブリッ

ド以外のミスマッチの輸入（間接的課税権侵
害）として，ハイブリッド金融手段の影響が第
三国であるC国に及ぼされている場合があげ
られています。これも，D／NI です。また，
資料１９頁の図では，ハイブリッドおよびリバー
ス・ハイブリッド主体を利用したミスマッチが，
やはりC国に及ぼされ，D／NI が生じていま
す。しかし，どちらのケースでも，C国の借主
法人にとって，背後にこのようなハイブリッ
ド・ミスマッチが存在することは知るよしもな
いかもしれません。そのため，防止ルールの適
用範囲（制限）として，支払者国のC国につ
いては，支払者と中間介在者，投資家が同一の
支配グループに属していること，または，支払
者が租税回避の取決めの当事者であることとい
う限定が加えられています（資料２０頁下）。こ
の制限は，この度の報告書でも同様に取り入れ
られています。

４．まとめ

資料２１頁のまとめに入ります。まず，BEPS
行動計画２との関係で，日本が法整備をしなけ
ればならない課題として，法人税法２３条の２の
改正があります。これは，繰り返し述べたとお
りで，支払国で控除される配当については，益
金不算入の対象としない旨の改正を，来春にも
行う必要があります。
このとき，さらに，いくつかの問題が頭をか

すめます。たとえば，支払国で一部損金算入さ
れる場合や，損金算入ではなく，配当された利
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益に軽減課税が行われているような場合（かつ
て日本にもありました。）です。これらは，タ
ックス・ヘイブン対策税制との関係，連続性の
問題になってくるものと思われます。したがっ
て，来年に公表される行動計画３（外国子会社
合算税制・CFC税制や国外投資ファンド等税
制の強化）の結果を見てから，検討をすること
になると思います。また，９５％という益金不算
入割合については，やはり来年公表予定の行動
計画４（利子控除による税源浸食の制限）の結
果を見つつ，なぜ９５という数字が出ているのか，
また，内国法人からの受配と同様，負債利子対
応部分については益金に算入すべきではないか
という点について，再検討が必要であると思い
ます。このように，行動計画２は，行動計画３
および行動計画４と深く関わっており，とりわ
け，行動計画４が議論している利子控除の制限
について，どの程度深い議論が行われるかが，
注目されるところです。なお，本日は取り上げ
ませんでしたが，ハイブリッド・ミスマッチに
ついては，租税条約による対応も重要であり，
二重居住者や透明の主体が引き起こす問題に対
応するためのモデル条約の改正と同コメンタ
リーの改訂が，報告書で勧告されています。
行動計画２に関する今後の論点として，bot-

tom―up アプローチを採用したことから，今後，
関連者や structured arrangement を巡る概念
整理や，事実認定など，かなり難しい問題が生
じてきそうに思います。懸念されるのは，これ
らについて，さらに国家間の解釈の違いが生ま
れ，ミスマッチが再生産されるようなことです。
通常所得の範囲，支払いの概念，課税繰延べの
限度などについても，複数の解釈が可能ですか
ら，各国で違いが出て来ないように，十分な検
討が必要になると思います。
また，ハイブリッド金融手段とハイブリッド

主体とは互換性があること（どちらを使っても
同じようなミスマッチを作出できること）は，
ディスカッション・ドラフトでも意識されてい
ましたが，報告書は，このことを意識して，勧

告の体系を，ハイブリッド金融手段とハイブリ
ッド主体に基づくものから，DDとD/NI に基
づくものへと変更しました。
それから，これは各国の民事法制とも関係し

ますが，主体が透明であるか不透明であるかと
いう，これまでOECDの租税委員会が一貫し
て行ってきた区別が，これでいいのかどうかも，
考える余地があるかもしれません。たとえば，
日本の特定目的会社または特定目的信託に対す
る課税方法は，大まかには，利益留保をしない
限り，配当を損金算入する方式です。これらは，
法主体ではありますが，租税法では，一人前の
法人扱いはしていません。このような中間的な
ものは，もっとあり得るように思います。チェ
ック・ザ・ボックス規則の対象となる米国の
様々な事業体も，実態としては個人企業から会
社まで，様々なものがあります。このような中
間領域に関する税制の整備は，米国のパート
ナーシップ税制やトラスト税制に見られるよう
に，かなり複雑にはなります。しかし，こうし
た中間領域で新しい事業が起こり，新陳代謝に
よって産業の発展が促されてきたことも事実で
す。行動計画２におけるリバース・ハイブリッ
ドへの対応は，チェックをしなかった企業にや
や否定的にも感じられますが，非典型的な企業
形態にも配慮をした対応が望まれるように思い
ます。
同時に，各国の民事法制の違いも十分に配慮

されるべきだと思います。米国のように各州が
会社法やパートナーシップ法などの法人法，団
体法を形成し，コモンローの考え方で国家制定
法としての民法をおかない国と，日本のように，
制定法としての民法を持ち，法人法定主義に基
づき，自然人以外の法主体（権利義務の主体）
は国家制定法だけが作り出すことかできる，と
いう国では，税制のあり方も，民事法との関連
において，根本的に違う側面を持っています。
本日見た行動計画２の国内法の部分は，国内法
による税源浸食への対処を求めるもので，その
国内法とは租税法のことであると思いますが，
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民事法への（事実上の）影響についても，検討
することになるかもしれません。
最後に，行動計画２が対応したミスマッチは，

かなり限定されたものであったことを，もう一
度確認しておきたいと思います。すなわち，既
に述べましたように，たとえばハイブリッドや
リバース・ハイブリッドが存在すること自体に
は手を付けない，したがって，これらだけで生
じる二重課税や二重控除は問題としないという
方針の下で，二重の連結など何かもうひとつ仕
組みを使って，二重控除または控除と所得不算
入だけが生じるようにした場合にはじめて，措
置の対象とするということです。行動計画２の

対象としたミスマッチは，BEPSのうち最も可
視的な部分であり，直感的にも理解しやすいも
のだと思います。しかし，これも既に述べまし
たが，本質的な議論は，行動計画４（利子等の
損金算入を通じた税源浸食の制限）および行動
計画２（外国子会社合算税制の強化）において，
さらに進められるだろうと思います。
税制の不整合は，BEPSに関連したものに限

らず，様々なところに存在しています。不整合
は，租税裁定を生み出し，税負担回避のために
利用されるでしょう。行動計画２は，このこと
に気づかせてくれたと思います。
以上で，報告を終わります。
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立教大学法学部国際ビジネス法学科教授 浅妻 章如

財務省主税局参事官室企画官 小宮 敦史
（株）東芝財務部長付（租研事業部長） 古田 洋

司会 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 渡辺 裕泰

●参加者（五十音順）

国際課税を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編６９頁～８７頁」に掲載されています。
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はじめに

（渡辺） パネルディスカッション「国際課税
をめぐる現状と課題」を始めさせていただきま
す。パネリストの方はただ今ご紹介いただきま
した４人の方々でございます。パネリストの
方々はそれぞれ組織に所属されているわけです
けれども，本日はその組織の意見というよりは，
個人としての資格でご参加いただいております
ので，その点はよろしくお願いいたします。ご
発言も個人としてのご発言ということで受け止
めていただければと思います。従いまして，こ
こではお名前を肩書なしのさん付けで呼ばせて
いだたきますので，この点もよろしくお願い申
し上げます。
本日のパネルディスカッションは全体が２部

構成になっております。第１部は「平成２６年度
税制改正の中の国際課税原則の帰属主義への見
直しについて」です。私から申し上げるまでも
なく，外国法人が国内に支店を持っております
場合に，支店に帰属する所得，もっと平たく言
えば，支店が稼いだ所得については法人税の申
告が必要ですけれども，その支店が自分で稼い
だ所得でないもの，本店が例えば日本の企業に
直接株式投資をしているような場合に，配当を
もらった所得はどうなるのか。申告をしなけれ
ばいけないのか。それとも源泉徴収だけでいい
のか。この辺が従来国内法と条約とで食い違っ
ておりました。
国内法は総合主義ですので，「それも申告し

てください」ということになっていたのですが，
条約の方は「それは源泉徴収だけでいいです」
ということになって，泣き別れておりました。
今回は国内法を条約と合わせるというようなこ
ともありまして，帰属主義に直したわけです。
そういう違ったところを合わせたという点も

あるのですけれども，逆に言うと，これまでと
別の変わったところもございます。例えば本店
と支店との間の内部取引です。こういうものは

従来は原則として認識しない，益金にも損金に
も入れないのだということにしておりましたけ
れども，今回は原則として「それは認識するの
です。認識する場合には，移転価格税制の独立
企業間価格でもってカウントするのです」とい
うようなことになってきたわけです。
それから，実際に条文をご覧になられた方は，

条文が相当入れ替わっているなということにお
気付きになられたかと思います。そういう面で
かなり大きな改正です。このことにつきまして
どんな改正であったのか。また，今後どんな問
題があるのか等々について第１部で議論させて
いただきたいと思っております。
第２部は「G２０／OECDを中心とした国際的

な議論の潮流」ということです。BEPSプロジ
ェクトの現状についてのディスカッションが中
心になるかと思います。BEPSは Base Erosion
and Profit Shifting の略ですけれども，アメリ
カの多国籍企業がヨーロッパで非常に低い税金
しか納めていないということについて主にドイ
ツ，イギリス，フランス等が怒って，こういう
行為をやめさせるべく始まったというものです。
OECDの租税委員会を中心にこの議論をし

ております。OECDの租税委員会の議長は現
在日本の浅川さんです。財務省の国際局長をや
っておられまして，かつて日米租税条約の改訂
を１０年ほど前に課長としてやられた方です。
ただ，従来税の話は大体OECDの租税委員
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会だけでやってきたわけですけれども，今回は
OECDの租税委員会が中心ではございますが，
OECDだけではなくて，OECD未加盟のG２０
のメンバーも入れているということです。入れ
ているというのは，単に議論に参加させるとい
うだけではなくて，投票権も他のOECD加盟
国と同じように１票を持ち，ついでに参加料を
払ってもらっているということで，全く対等に
やっていただいていますので，OECD・G２０プ
ロジェクトといったようなものです。その意味
で単なる税理論上の問題ということだけではな
くて，政治的な意味合いもかなり持ったものに
なってきているような気がいたします。
ちょうど一昨日にBEPS行動計画の中の７

つの問題について第１次報告書が出されたばか
りです。極めてホットなイシューで，今日はそ
れも含めて議論させていただきたいと思ってお
ります。
それから，第２部の最後に，時間がございま

すれば，自動的な情報交換の最近の動向につい
ても議論したいと思っております。
それでは，早速第１部の「国内法に定める国

際課税原則の帰属主義への見直し」につきまし
てのディスカッションを始めさせていただきま
す。最初に小宮さんからご説明いただきまして，
その後，青山さん，浅妻さん，古田さんからご
意見，ご質問を頂戴して，さらに小宮さんから
お三方のご質問にお答えいただくという順番で
進めさせていただきたいと思っております。
それでは，小宮さん，よろしくお願いいたし

ます。

Ⅰ．平成２６年度税制改正の概要
（国際課税原則の帰属主義への
見直し等）

（小宮） 私からは平成２６年度税制改正の概要
ということで，国際課税原則の見直しを中心に
ご説明をさせていただきます。

〔国際課税原則の帰属主義への見直しのポイン
ト〕国際課税資料１
国際課税資料１をお開きください。今回の改

正における国際課税原則の見直しは，渡辺さん
からもご紹介を頂きましたように，多岐にわた
る改正になっておりますので，この１枚紙で全
体像をご覧いただければと思っております。
今回のポイントは，資料の一番上にございま

す総合主義から帰属主義への移行という箇所で，
一言で申し上げますと，外国法人等に対する課
税原則を従来の総合主義から帰属主義に改めた
ということです。また，併せて，恒久的施設
（PE）に帰属する所得の算定について，２０１０
年に導入されましたOECDモデル租税条約新
７条の考え方，AuthorisedOECDApproach の
頭文字を取ってAOAと称しておりますけれど
も，このAOAに基づくものに変えたというこ
とです。
この内容に入る前に今回の改正に至る経緯を
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簡単にご紹介させていただきたいと思います。
従来の課税原則である総合主義は，外国法人等
が国内に恒久的施設を有して事業が行われてい
る場合，その外国法人の全ての国内源泉所得を
総合合算して課税をするという整理になってお
りました。
他方，先ほどもお話がございましたように，

租税条約では帰属主義，すなわち外国法人の国
内事業所得につきまして，恒久的施設に帰属す
るものについてのみ課税するという方式を採用
した租税条約のネットワークが広がっておりま
して，現在ではわが国が締結する全ての条約に
おいて帰属主義が採用されているといった状況
になっております。
その結果，わが国では租税条約締結国との間

では帰属主義，租税条約を締結していない国と
の間では総合主義といったように，課税原則の
二元化が定着していたという状況です。
一方，OECDでは，この部分を扱っている

モデル租税条約７条について改正を検討する動
きがありました。
OECDモデル条約７条は，もともと帰属主

義を原則としていたわけですけれども，その解
釈，或いは運用といったものは各国で統一され
ていませんでした。その結果として二重課税，
二重非課税の排除が効果的に行われていないと
いう問題提起がなされて，その改正の検討が行
われてきたわけです。
恒久的施設に帰属すべき利得を PE帰属所得

といいますけれども，この算定アプローチを定
式化するためのモデル租税条約７条の改正が
２０１０年に行われて，新７条が導入されたわけで
す。この新７条の導入によって，わが国の国内
法を新７条の考え方であるAOAに基づいて帰
属主義に見直そうといった機運が高まりまして，
平成２６年度の税制改正においてその見直しが行
われたという経緯です。
２６年税制改正の内容に戻らせていただきます。
資料の一番上の箱の２番目の矢羽の箇所です。
PE帰属所得の位置付けですが，かなり法律の

内容が改正されたとご紹介をいただきましたけ
れども，法制上の位置付けとして，PE帰属所
得を国内源泉所得の１つとして位置付けていま
す。
後ほど申しますように，この PE帰属所得に

ついては国内から生ずるものの他に，国外から
生ずるものもあります。アメリカの税制などは
この PE帰属所得を国内源泉所得と国外源泉所
得に区分しているという考え方を取っているよ
うですけれども，帰属主義を採用するヨーロッ
パの主要国は PE帰属所得全体を国内源泉所得
と位置付けているようです。わが国としては
ヨーロッパの主要国と同様に PE帰属所得は国
内源泉所得と位置付けることにしております。
PE帰属所得は，AOAに基づいて PEが本店

等から分離・独立した企業であると擬制した場
合に得られる所得という形にしております。こ
うした擬制を行いますので，先ほどお話がござ
いましたように，本店と PEの間における内部
取引について，独立企業間価格による取引が行
われたものと擬制して，内部取引損益を認識す
るということになっております。
また，PEへの資本配賦，利子控除制限を行

うことになります。これは PEが独立した企業
であるとした場合に必要とされる程度の資本を
配賦して，その資本に対応する部分の PEの支
払利子の損金算入を制限するというものです。
また，後ほどご説明しますけれども，帰属主

義への移行に伴いまして，外国法人に対する外
国税額控除が創設されています。以上が外国法
人等に対する課税です。
次は内国法人に対する課税です。内国法人に

つきましては，外国税額控除額を算出する場合
に，国外源泉所得の計算が必要になってくるわ
けです。今回の改正は，国外源泉所得につきま
して，内国法人の国外 PEに帰せられるべき所
得を国外源泉所得として定義するようにしてお
ります。従って，先ほど述べた外国法人の PE
帰属所得と同様に，この計算に当たっても内部
取引の認識が必要になります。この後，外国法
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人の PE帰属所得についてご説明いたしますけ
れども，この説明が内国法人の国外源泉所得の
算定の場合にも基本的には当てはまるとご理解
いただきながらお聞きいただければと思います。
最後に，「その他」の箇所に文書化という項

目がございます。PE帰属所得の計算において
内部取引損益を認識するとされましたので，そ
の内部取引があったのか，なかったのか，さら
にはどのような内容の内部取引が実はあったの
かということを明確にするための文書を作成し
ていただくことが必要とされております。この
点も外国法人だけではなく，内国法人にも当て
はまるということにご留意いただければと思い
ます。
最後は資料の一番下の注のところですけれど

も，これらの改正はかなり大がかりなものであ
りますので，準備期間等を考慮しまして，施行
の時期につきましては平成２８年４月１日以後に
開始する事業年度分の法人税及び平成２９年分以
後の所得税について適用されます。
〔対比表（総合主義・帰属主義）〕
国際課税資料２
国際課税資料２は，総合主義と帰属主義の対

比表です。これは今後お話しする内容も含めて，
全体を比較していただくものですので，全体が
終わってから，後ほどご覧いただければと思い
ますので，今回説明は割愛させていただきます。
〔総合主義と帰属主義の違い〕国際課税資料３
国際課税資料３をご覧ください。総合主義と

帰属主義の違いについて具体的なイメージをお
持ちいただくために，この図をご覧いただけれ
ばと思います。左側に総合主義，右側に帰属主
義の例示をイメージとして掲げさせていただい
ております。
総合主義のケースである左側の図をご覧いた

だきますと，日本の PEにおいて獲得した国内
事業所得に加えまして，楕円形で囲まれた本店
が直接稼得した国内源泉所得を総合合算したも
のが日本での申告対象所得であるという整理に
なっております。

この本店が直接獲得した国内源泉所得の例と
いたしましては，外国本店が日本の証券市場に
おいて有価証券を譲渡したときの譲渡益・キャ
ピタルゲインなどが当てはまります。その結果，
外国法人が日本に PEを持っている場合には，
その所得が PEに帰属するか否かに関係なく，
わが国で生じた所得の全てが法人税の対象とな
ります。他方で，PEが獲得した所得であって
も，PEが第三国で獲得したものは，右側のと
ころに六角形の点線に第三国源泉所得と書いて
ありますけれども，これは日本で生じた所得で
はないということで，国内源泉所得の対象とは
されていないというものです。
一方，右側の帰属主義のイメージの方に移っ

ていただきますと，PEに帰属する所得が法人
税の課税対象だという考え方で課税関係を整理
するというものです。従いまして，左側の図で
課税対象であった本店が直接稼得した所得は，
PEに帰属する所得ではありませんので，右側
の図では点線で課税対象外とされているわけで
す。他方で，左側の図で点線六角形にありまし
た第三国源泉所得につきましては PEに帰属す
る所得ですので，その所得が発生した場所に関
係なく，新たに課税対象になるということです。
これが実線の六角形の部分です。
帰属主義への移行に伴いまして，このように

実線の六角形の部分の第三国源泉所得が法人税
の課税対象とされますので，この所得に対して
第三国と日本で二重課税が生じる可能性が生じ
てきます。これを解消するために，外国法人の
PE帰属所得について外国税額控除制度が創設
されたということです。
〔総合主義（全所得主義）と帰属主義の課税方
式の違い（所得の種類別）〕
国際課税資料４
続いて，国際課税資料４は総合主義と帰属主

義の課税方式の違いです。これを所得種類別に
整理した表です。これも左側が総合主義，右側
が帰属主義ということです。
総合主義の下では，外国法人が PEを有する
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場合はすべからく国内事業所得のみならず，資
産の運用・保有，資産譲渡等々，全て国内源泉
所得は法人税の課税対象ということになってお
ります。
右側の帰属主義のところをご覧いただきます

と，「PEあり」のところは PE帰属所得と PE
非帰属国内源泉所得という２つの所得に区分さ
れているわけです。例えば PEが利子・配当を
得た場合ですが，総合主義の場合は，それは事
業所得ではなく，利子・配当所得という分類に
なっておりますけれども，帰属主義の下で PE
がある場合には，PE帰属所得という形で法人
税の課税関係が整理されるということになりま
す。
表の左と右で課税の取扱いに違いが生じてい

る部分が２カ所ほどございます。まず点線で囲
まれた注３・注４と書いてある部分ですけれど
も，これは PEを有する外国法人の PE帰属所
得について，先ほどの実線の六角形の第三国源
泉所得の部分に当たります。
次は点線で囲まれた注５と書いてある部分で

す。これは総合主義の下では課税対象とされて
いたけれども，帰属主義に移行すると課税対象
外になるということです。先ほどの楕円形の部
分ということになります。
以上，簡単ですけれども，所得の種類別の違

いです。
〔外国法人の国内支店に対する課税の新しい考
え方（OECD承認アプローチ）〕
国際課税資料５
続きまして，外国法人の国内支店に対する課

税の新しい考え方ということで，国際課税資料
５にAOAの考え方についての図をご用意させ
ていただきました。AOA，OECD承認アプロー
チは，先ほど来申し上げているように PEに帰
属する所得の算定をするアプローチです。
この考え方ですけれども，法人格が同一の本

店と支店について別々の法人である親会社と子
会社に見立てるというものです。具体的にどう
いうことになるかというと，まず第１に PEの

果たす機能及び事実関係に基づいて外部取引，
資産，リスク，資本を PEに帰属させるという
ことです。２番目に，PEと本店との内部取引
を認識するということです。３番目に，その内
部取引が独立企業間価格で行われたものとする
ということです。この３点に基づいて PE帰属
所得を算定しようというものです。このような
AOAの考え方に沿って国際課税原則を見直す
ということなったわけです。
資料の左側の改正前のところをご覧いただき

ますと，改正前に本支店間で仮に本店に利子を
支払う，或いは支店が本店から利子を受け取る
といった内部取引があったとしても，それは認
識をしないということになっております。これ
が右側に行きますと，支店が本店に利子を支払
えば，それを認識すると，支店の所得はその分
減るということになるわけです。
ただし，金額が独立企業間価格と異なる場合

につきましては移転価格税制に相当する措置に
よる独立企業間価格に引き直すことになります。
この例にあるように，本支店間では支払利子は
２０であるという認識をしていたとしても，独立
企業間価格は１０であるといった場合につきまし
ては，移転価格税制に相当する措置により内部
取引価格を１０に引き直すことになるわけです。
また，PE帰属所得の計算において PEを独

立した法人と見なすというわけですので，PE
の必要な資本を認識していただくことになりま
す。PEのあるべき資本というものを計算して，
PEが実際に計上した資本と比較をするという
ことです。
一番右側の下のところに図が描いてあります

けれども，PEが実際に計上した資本が PEの
あるべき資本に足りないという場合は，余計に
借り入れているということになりますので，そ
の少ない部分に対応する負債は資本に相当する
ものであると見なしまして，対応する利子の損
金算入を制限するという措置が講じられている
わけです。
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〔総合主義から帰属主義への移行の意義（二重
課税又は二重非課税のリスクの緩和）〕
国際課税資料６
国際課税資料６に，総合主義から帰属主義へ

の移行の意義ということで，資料を用意させて
いただいております。これは帰属主義といって
も，AOAに沿った帰属主義ということです。
まず帰属主義ということでありますと，第１

に先ほど来申し上げているように，租税条約と
国内法の二元化の問題が帰属主義に統一される
ということで，簡素で，かつ国際的に調和の取
れた税制に近づくということです。その結果，
対内・対外投資に好影響を及ぼすことが期待さ
れるというのが第１点です。
無形資産の使用料といった本支店間の内部取

引損益を認識するということをAOAではルー
ル化しております。それに各国が従うことによ
って国際的な二重課税，又は二重非課税のリス
クが緩和できるということになります。
現在，日本は内部取引損益を認識していない

わけですので，仮に外国がAOAに沿った帰属
主義，日本が改正前の総合主義ということにな
ると，使用料が日本の支店から外国の本店に支
払われるというような資料の中央のケースで見
ますと，外国では使用料の受け取りを認識しま
すが，日本では支払いを認識しない（損金に算
入されない）ということになるので，その部分
が二重課税になるというような状態になります。
下は逆の場合で，この場合には二重非課税が生
じるということになります。
これについて各国がそれぞれAOAで対応す

るということになると，片方で課税所得が増え
た分は片方で減るということで，非常にバラン
スが取れた形になるということで，国際的な二
重課税，二重非課税の解消につながっていくと
考えられます。
第２点といたしましては，支店の形態と子会

社の形態とで課税原則が同じ形になってまいり
ます。その支店形態と子会社形態との間のミス
マッチが解消するということが考えられます。

第３点ですけれども，我が国が締結している
条約は旧７条をベースにしたものが多いわけで
すけれども，そこについて新７条を導入してい
くということで，国際課税資料６に書いてある
ことが実現していくということになります。た
だ，旧７条締結国との間でも，旧７条の中で容
認された範囲の内部取引というものが一致いた
しますので，二重課税，二重非課税の範囲は今
よりは狭くなると考えられるところです。
〔内国法人に対する外国税額控除〕
国際課税資料７
これにつきましては，繰り返しになりますけ

れども，AOAの考え方は本店と支店が分離・
独立した企業であるという擬制に立っておりま
すので，内国法人の外国税額控除における国外
所得の計算においても，国外 PEが得る所得を
国外源泉所得として認識するという形になって
おります。
国外 PEが得る所得の算定は，これまでご説

明した外国法人の PE帰属所得の算定と基本的
に同様という考え方によるわけです。これまで
認識されていなかった本店との内部取引を認識
して，国外所得を計算することになります。
また，国外 PEが日本から得るような所得が

あるわけですけれども，右側の六角形のところ
です。これは国内から利子配当を得るわけです
けれども，帰属が国外の PEですので，国外支
店帰属所得，国外所得という形で認識するとい
う形になるわけです。
以上が今回の課税原則の見直しに伴う全体像

ということになります。
〔移転価格税制における第三者介在取引の対象
範囲の見直し〕国際課税資料８
国際課税資料８は，２６年度税制改正でもう１

点ほどご紹介したい項目がございますので，こ
れを簡単に説明させていただきます。
これは移転価格税制に関する見直しです。ご

案内のとおり，移転価格税制につきましては，
国外関連取引が制度の対象になっているわけで
すけれども，内国法人と国外関連者との間に第
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三者を介在させることによって移転価格税制の
適用を逃れようという行為が想定されます。
このような行為を第三者介在取引といいます

が，これまでも第三者介在取引につきましては，
法人と非関連者との取引を国外関連取引と見な
して，移転価格税制を適用するという措置が講
じられておりましたが，その第三者介在取引の
範囲は資産の販売，譲渡等の取引に限定されて
いました。
今回の改正では，第三者を介在させた金銭の

貸付け，保険，信用の保証といった役務取引，
サービス取引等についても同様に移転価格税制
の対象に含めることとされました。従って，再
保険契約といったような取引が第三者介在取引
の対象に含まれることとなります。
私からのご説明は以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。大変要領よく大量なものをご説明いた
だきまして感謝申し上げます。
それでは，パネラーの方から順次ご意見，ご

質問をお伺いしたいと思います。最初に青山さ
んからお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．平成２６年度税制改正概要への
意見

（青山） 今の小宮さんからのご説明で，理論
体系が難しく実施する上でも手続き面の複雑さ
を伴う帰属主義につきまして，大変わかりやす
い図を交えたご説明を頂き，ありがとうござい
ました。
私も今年の『税法六法』の２６年版を拝見しま

すと，帰属主義に向けての今回の改正というの
は非常に広い範囲に条文がわたっていて，政省
令にわたるまで詳細な改正になっているという
ことがわかりました。恐らく財務省参事官室で
のご努力は大変なものだったと敬意を表したい

と思います。その上で，私からは総論と各論に
分けて幾つかのコメントと質問をさせていただ
きます。
〔帰属主義の意義〕
まず今回の改正によりまして帰属主義の下で

の課税の仕組みに透明性が保障され，かつ PE
の吸引力というものがなくなったことから，わ
が国にとってはインバウンドの投資のインセン
ティブを高める効果があったと評価されます。
ただし，次に申し上げるような懸念も残ると思
いますので，その点についてご意見をお聞かせ
いただければと思います。
〔帰属主義のグローバル基準化に向けたハード
ル〕
１点目は，AOAベースの帰属主義について

です。先ほどのご説明では国境の両側がAOA
に沿った国内法改正，或いは条約の整備が行わ
れて初めて二重課税，二重非課税が解消される
ということでしたけれども，残念ながら帰属主
義を全面的には受け入れていない国々が特に途
上国を中心にして残っております。そのような
状況の下では，本邦企業の立場から見たアウト
バウンド投資における二重課税のリスクや解消
されない不平等な競争条件が残るのではないか
と思われます。
これを減らすためには，バイでは租税条約交

渉での帰属主義の徹底に向けた先方への働きか
け，或いはマルチの場ではOECDなどを通じ
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て各国の国内法整備の状況のモニタリングなど
をやっていかなければいけないと思いますけれ
ども，これらについてOECDベースではどの
ような話し合いがされているのでしょうか。こ
れが１点目です。
〔租税回避への耐久力の評価〕
総論の２点目は，今回AOAに基づく帰属主

義の制度設計の下で，機能・リスク分析をベー
スとした重要な人的機能の重視及びそれを支え
る文書化の拡充などを通じまして，理念的には，
この後の課題になりますけれども，BEPSなど
の租税回避防止を高める効果があると信じられ
ています。
他方，そのツールを使いこなす課税当局にと

りましては，高い執行能力の具備を求めざるを
得ないという宿命がございます。BEPSのプロ
ジェクトでは移転価格税制の執行の困難性が正
面から取り上げられていて，その困難性から来
る租税回避行為への耐久力が検討の俎上に上っ
ているわけですけれども，移転価格と同様なメ
カニズムを持つAOAの将来も同様な懸念があ
るのではないかということです。
その意味では今回の改正で，例えば本支店間

の金融保証や再保険取引を除外し，或いは租税
回避否認規定を加えたのは適切と私は思います
けれども，この租税回避否認規定につきまして
は現時点でどのような状況で活用できると予測
されているのか。差し障りのない範囲で伺えれ
ばと思います。
〔TP税制との格差の縮小〕
それから，本支店間ベースでのこのような立

法整備が進みますと，BEPSの方で移転価格の
耐久力が問われている状況を考え併せますと，
国内法ベースでの親子会社間の取り扱い，すな
わち移転価格税制との格差を再認識させること
になるのではないかと考えられます。これを縮
小する努力は予定されているのかどうかについ
てもお伺いしたいと思います。
〔PE帰属所得とその他国内源泉所得〕
各論について簡単に項目だけ申し上げさせて

いただきます。１点目は PE帰属所得とその他
国内源泉所得との関係です。人的役務の提供所
得や事業譲渡類似株式などについて，PE帰属
所得への優先当てはめに加えまして，その他の
国内源泉所得への分類を維持したと先ほどの図
では理解致しました。
このことは将来BEPSプロジェクトなどを

通じまして，例えばサービス PEの概念などが
拡大する可能性を見据えてのことでしょうか。
サービス PEといいますのは物理的施設がなく
ても，提供者の滞在期間によって PEを認定で
きるようなシステムです。これもちょっとうが
った見方かもしれませんけれども，その点につ
いてお聞かせいただければと思います。
〔内部取引の文書化〕
次に，費用配賦につきましては，根拠となる

文書を保管していないと費用配賦そのものを認
めないという従来の考え方が維持されると伺っ
ていますけれども，今回の支払いが行われた内
部取引の文書化，例えばロイヤルティーなどの
文書化がなされていない場合に，課税当局は機
能・リスク分析をスキップして，支払いの損金
算入を否認できるのでしょうか。これも確認の
ためにお伺いさせていただきたいと思います。
〔移転価格の未解決の問題〕
また，これに関連しては，無形資産のところ

で例えばのれんや集合的労働力など，移転価格
の分野で未解決の問題が恐らくAOAの分野で
も共通して課題になってくると思いますので，
早い時期のコンセンサスが望まれると思います。
〔納税者向けガイダンス〕
各論の最後ですけれども，外国法人の外税控

除につきましては３カ国が関連するケースが現
れて，複雑な適用関係が予測されますので，多
様なケースに対応した納税者向けのガイダンス
が必要ではなかろうかと考えます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，次に，浅妻さん，どうぞよ
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ろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔帰属所得主義について〕
（浅妻） １点に絞りたいと思います。PEの
帰属利得に関しまして法人税法１４７条の２がで
きまして，同族会社の行為計算否認に類するよ
うな否認規定が設けられたのですけれども，こ
れに関して，PEの帰属利得を計算するという
ことはアームズ・レングスで計算することを擬
制するものでありますと，私法上は本支店間で
取引がないけれども，みなし規定としてアーム
ズ・レングスで考えるということは，PE帰属
利得がそもそも否認規定ぽいものなのではない
か。そうすると，それに屋上屋を架して，１４７
条の２を設けるような考え方というのはちょっ
とやり過ぎなのではないかといった疑問があり
得るところです。
ただ，私個人としては，１４７条の２の存在意

義は一応ありうると思っております。というの
は，アームズ・レングスに準拠して PE帰属利
得を考えますということになっているのですけ
れども，アームズ・レングス取引の中でも PE
の帰属利得の計算において考えてはいけないよ
うな類型の取引というものがあるのではないか
と思われます。
国際課税資料５，６では支払利子とか，使用

料というタイプをこれからは擬制して考えてい

くのだということなのですが，例えば保険取引
は本支店間では擬制されないことになっていま
す。親子会社，子会社間だったら，或いはアー
ムズ・レングスだったら保険取引というのは当
然あり得るわけですけれども，本支店間ではな
いということになっております。ですから，
アームズ・レングスの世界では存在し得る取引
なのだけれども，PEに関しては考えないとい
うことがあるということがOECDでも話し合
われて，日本でも採用されているところです。
保険取引以外にも，アームズ・レングスでは

存在し得るが PE帰属利得の計算においては無
視すべきようなタイプの取引，というのがある
のかもしれないと思っております。ですか
ら，１４７条の２は一応みなし規定ではあるので
すけれども，さらに否認規定を念のために付け
加えておく必要があったのかなと思っておりま
す。ただし，私個人はこの考え方について「税
大ジャーナル」の方に書いたのですが，若干限
界もあるだろうと思っているのです。
今の段階で小宮さんが「どういうものが否認

されるタイプです」と言うことは難しい段階だ
ろうと思うのです。私が今日述べました推測に
ついて良いとも，悪いとも言いにくいと思うの
ですが，そういうコメントです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 浅妻さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，最後に，古田さん，どうぞ
よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（古田） 小宮さん，ご丁寧なご説明をどうも
ありがとうございました。
〔内国法人である一般事業会社における注意点
について〕
私の方からは次の３つのお願い，或いは確認

をさせていただければと思います。１つ目は，
内国法人である一般事業会社における注意点に
ついてです。総合主義から帰属主義への移行に
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つきましては，大きく影響を受けるのが外国法
人であるということ，或いは平成２８年４月１日
以後に開始する事業年度から適用されるという
ことで，内国法人，特に銀行や商社というより
は，弊社のような一般事業会社では少し油断が
あり，その対応への意識があまり高くないので
はないかと考えております。
つまり，本格的な準備に着手している企業は

少ないのではないか，むしろ具体的にどのよう
な影響があるのか学習を始めた企業がほとんど
ではないかと思われます。しかし，内国法人に
つきましても，少なくとも次の２つに関しては
影響があるとされておりまして，それなりの手
当てをしておく必要がございます。１つは外国
税額控除制度における国外源泉所得の計算，他
の１つが内部取引に関わる文書化です。
ただし，この点に関しましても，旧モデル７

条，或いは新モデル７条の比較を含めた帰属主
義の概念そのものが複雑であること，その改正
点に関連するポイントが非常に多岐にわたって
大量であるということを考慮いたしますと，完
全に理解している方は非常に少ないのではない
でしょうか。
本年４月には，ここ租研におきまして財務省

主税局担当者様よりご説明いただいております
が，従来にも増して長時間ご説明いただいても
足りないぐらいであったことからも明らかなよ
うに，その複雑さや量の多さは際立っておりま

した。
弊職自身も対応に当たりまして，何か漏れが

あるのではないかという不安を持っております
ので，いま一度，帰属主義への移行に関しまし
て，内国法人，特に一般事業会社にどのような
影響があるのか，いわゆる注意点，準備が必要
となる点につきまして，先ほどの２点以外に他
に何かあるのかも含め，少しかみ砕いてご整理，
ご教示いただければと思います。
〔国外源泉所得の計算について〕
２点目は国外源泉所得の計算についてです。

国外源泉所得の計算につきましては，現在まで
国内源泉所得以外が国外源泉所得とされてきた
ものが，国外 PE帰属所得を中心として，いわ
ゆる積み上げ方式により算出することになって
おります。
この国外 PE帰属所得の把握も PEの機能及

びリスクを分析して，共通費用配分，資本の配
賦，負債利子の加算等を考慮に入れなければな
りません。一言で申し上げますと，非常に複数
な手続きが要求されるわけです。ただし，国外
PE帰属所得の中には，技術者を派遣して，た
またま１８３日を超えてしまったというような，
いわゆる一時的に発生するようなものもござい
ます。このようなケースにまで複雑な計算を要
求するのは少し無理があるような気がいたしま
す。もちろん，これは一例でございますが，
ケースに応じて少し簡易的な措置を施していた
だくような運用の面での配慮を今後ご検討いた
だけませんでしょうか。
〔内部取引に関わる文書化について〕
３点目が内部取引に関わる文書化です。国外

源泉所得の計算に関わってくると思われますが，
内国法人の本店と国外事業所等との間の内部取
引につきましては文書化が必要となり，独立企
業間価格が要求され，さらにその算定は移転価
格税制と同様とされ，その算定に関する文書化
も要求されております。
この文書を準備する際，もう少し具体的にど

のようなものが必要となるのか，インストラク
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ションを頂ければと思います。例えば契約書が
ない場合，作成すべき契約書類似書類の例示サ
ンプル，国外事業所等が果たす機能，リスクに
関する書類の例示サンプル等がありますと幸い
です。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 古田さん，どうもありがとうござい
ました。PEの代表は支店ですけれども，支店
というのは全ての業種が持っているわけではあ
りません。金融機関の場合には海外支店を持っ
ているケースが非常に多いわけですけれども，
一般の事業会社では支店は持っていない，現地
法人・子会社しか持っていないというケースが
多いです。そういうことで，事業会社はちょっ
と違うのだというお話があったのではないかな
と思います。
それでは，小宮さんの方から今のお三方から

のご質問，ご意見についてのお考え，お答えを
よろしくお願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（小宮） ３人のパネラーの皆様から非常に貴
重なコメント，ご意見，ご質問を頂きましてあ
りがとうございました。順不同でお答えをさせ
ていただきたいと思います。
〔PE帰属所得に係る行為計算否認規定〕
PE帰属所得に係る行為計算否認規定につき

まして，浅妻さんから規定の趣旨，或いは場面，
それから，青山さんからも適用場面，移転価格
税制との格差といった点についてご質問を頂い
ております。
外国法人の PE課税につきましては，同一法

人の内部で機能，資産，リスクの帰属を人為的
に操作するということが比較的容易であるだろ
うということから，同族会社と同様に潜在的な
租税回避リスクが高いのではないかと考えられ
るところです。
機能，リスク等の帰属に関する人為的操作と

一口で申しましても，同一法人内部ということ

なので，相当多様なバリエーションがあるので
はないかと考えているところです。その中には
個々の取引だけに着目すると独立企業原則と整
合的だけれども，全体として見た場合には税目
的の観点から問題があるのではないかという場
面があるのではないかと考えております。
具体的なケースをこの場で申し上げるのは難

しいのですけれども，例えば外国法人の日本支
店が本店とが取引を行う場合に，日本支店と本
店との間に意図的に外部の第三者を間に挟むこ
とにより，結果として支店が独立企業間価格を
超える支払いを行うことにより PE帰属所得を
圧縮するということも考えられます。このケー
スでは，支店と外部の第三者の取引は，移転価
格税制の対象にはならないわけです。こういっ
た PE帰属所得を減少させるようなケースも抽
象的には考えられるのではないかということで
す。そのため，外国法人の PE課税に関しまし
て，同族会社の行為計算否認規定に類似したよ
うな包括的な租税回避防止規定を設けるという
形にさせていただいております。
他方で，そうすると移転価格税制と格差が出

てくるではないかということですけれども，そ
の点について対応するということになってくる
と，例えばGAARのような一般的行為計算否
認規定を措置してはどうかといった議論につな
がってくるのかもしれません。これにつきまし
ては課税の現状とか，国際的な潮流といったも
のを勘案しながら，導入が本当に必要なのかど
うかというのを今後検討していく必要があるの
かどうかというところだと考えております。現
時点ではGAARを措置しなければいけないと
いうところではございません。
〔所得計算の簡素化〕
続いて，所得計算の簡素化について古田さん

の方からご質問，ご確認事項がございました。
今回の改正は確かにかなり複雑なところもござ
いますし，私どもといたしましても，納税者の
方々の事務負担，コストといったものについて
は十分配慮していかなければいけないと考えて
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いるところです。
他方で，適正な課税という目的もないがしろ

にはできないというバランスの中で今回の制度
を仕組んでいったわけです。その中でご関心の
点について，お答えになっているかどうかよく
わかりませんけれども，申し上げますと，今回
の改正では PE帰属所得の計算において内部取
引を認識してくださいということになっている
わけです。他方で，従来のような本店としての
共通経費について，本店配賦経費を配分すると
いう仕組みも存置されています。
従って，PEにおいて費用計上する場合にお

いて，PEと外国本店に内部取引があったと認
識する方法もあれば，外国法人全体として利用
した共通経費をその内容に応じて日本 PEに配
分するという両方を取り得るケースもあるので
はないかと思います。もしそういう場合であれ
ば，後者を選んでいただければ，従来の実務慣
行を変える必要がないという意味では事務負担
の軽減につながる可能性があると考えておりま
す。
また，PE帰属所得計算，負債利子の加算調

整等の話ですけれども，確かに利子加算調整を
行う場合には国外 PE帰属資本相当額を計算し
ていただくということになっております。この
方法につきましても，一般事業会社は特例的に
リスクを加味せずに，簿価を用いて計算するこ
とができるという簡便法が措置されており，一
定の事務負担に配慮しております。
さらに申し上げますと，この利子の加算調整

自体は内国法人が国外源泉所得の外国税額控除
の枠を算出する際の計算であり，申告書への書
類添付がある場合に限り，適用が認められると
いうことです。銀行，証券会社以外の内国法人
については，その選択により利子の加算調整自
体を行わないことも実務的には可能なのではな
いかと考えられるところです。
〔文書化について〕
文書化の点につきまして古田さん，青山さん

からご質問を頂いているところです。古田さん

からは文書化の詳細，それから，契約書がない
場合の対応ということでご質問を頂いています。
国外事業所等に帰属する所得ですけれども，

その内部取引を加味するのですが，内部取引の
内容は国外 PEの機能や事実関係に基づいて判
断されるということで，文書化というのはその
判断の重要な出発点になるわけです。納税者に
とりましても，内部取引に関するご自身の認識
を表した文書を作成するということで，税務リ
スクの軽減，予見可能性の向上につながると考
えているところです。税務当局にとりましても，
先ほど申し上げたような出発点ですので，税務
執行が明確化されることが期待されるわけです。
内部取引について契約書というのは当然には

作成されないというものですので，契約書がな
い場合につきましては，どのような内部取引を
どのような条件で行ったのかを明らかにすると
いうことで，第三者間で取引を行う場合に通常
記載される取引条件，或いは取引内容等につい
て明示された書類を用意していただくという必
要があるわけです。
また，青山さんから内部取引の文書化をして

いない場合についてのご質問を頂きましたけれ
ども，内部取引の文書化がないからといって，
直ちに内部取引自体がなかったということには
ならないということです。内部取引の有無，金
額の妥当性につきましては，それ以外の各種の
事実関係に基づいて判断されるということにな
ろうかと考えております。
〔グローバル基準化に向けたハードル〕
青山さんからAOAベースの帰属主義のグ

ローバル基準化に向けたハードルというご指摘
がございました。確かにマルチのOECDの場
での議論が必要になってくると思います。
日本の努力といたしましては，条約改正とい

うことで，昨年１２月に署名をされました改正日
英租税条約におきましてはAOAベースの帰属
主義が初めて導入されることになっております。
今後も租税条約の締結，改正の際に相手国と交
渉をしながら，基本的にAOAを導入していき
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たいと考えているところです。
〔PE帰属所得の分類〕
税制改正の PE帰属所得の位置付けにつきま

して，位置付けというか，分類につきまして将
来サービス PEが拡大する状況を見据えてかと
いうご指摘も青山さんから頂いております。
今回はさすがにそこまでは考えていないとい

うのが正直なところです。サービス PEが拡大
するのを所与のものとわれわれは考えているわ
けではございません。PEの範囲につきまして
は，BEPSプロジェクトをはじめとして，国際
的にもまだ議論が進んでいるところですので，
その議論の進行を踏まえつつ検討していければ
と考えております。
〔外税控除〕
また，外国法人の外税控除について３カ国が

関連するケース等ですが，具体的なケースにつ
いて納税者の方々に対してどういうガイダンス
をしていくのかというのは，いろいろな方々の
ご質問，ご意見をこれから幅広くお伺いしなが
ら対応を検討していきたいと思っております。
〔一般事業会社における注意点〕
古田さんから一般事業会社における注意点と

いうことです。確かに支店を有する一般事業会
社がどこまであるのかという点があろうかと思
いますし，まさに注意すべき点を古田さんにお
っしゃっていただいたので，あまり付け加える
ところはないのです。
あえて付け加えるとすると，今回の改正によ

り外国法人の PE帰属所得の計算において内部
取引を認識していただくわけですけれども，そ
の内部取引の認識のタイミングについてです。
外部取引と連動しての内部取引，例えば本店か
ら日本支店に内部売り上げがあって，それを日
本支店が外部に売り上げるといったような場合
には，法人全体としてその損益を認識したか否
かに拘わらず，内部取引があった時点で，内部
取引損益が生じた段階で認識をしていただくと
いうことになります。
ですから，内国法人の場合は外国に PEがあ

るわけですから，外国の PEが日本本店に対し
て内部売り上げを認識して，その後，本店が外
部に売り上げを認識するというケースでは，外
部への売り上げを認識していないという段階で
あっても，PEが本店に対して売り上げを認識
したら，その段階で国外所得金額を認識してい
ただくということになるということです。その
他にも細かいところがあると思いますが，そう
いった点についてはご留意いただければと思い
ます。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。
今回の帰属主義への見直しは，実際に実施さ

れますのは，平成２８年４月１日以降に開始する
事業年度からで，まだ時間はあるわけです。今
お聞きいただきましたように，ある面で支店に
本来ない資本金の配賦をするとか，相当精緻に
できたものですので，執行の段階になるとまた
いろいろ問題が出てくるかもしれません。そん
な意味で各企業の方もご関心を持っていただき，
自分のところはどうなるのかということで，時
間があります間になるべくのご準備をいただけ
ればという感じがするわけです。
それでは，以上で第１部を終わらせていただ

きまして，第２部の「BEPS及び自動的情報交
換」に移らせていだたきます。最初に小宮さん
の方からBEPSの現状及び自動的情報交換に
ついてご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅲ．G２０／OECDを中心とした国
際的な議論の潮流

１．BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェク
トの現状

（小宮） また資料をお開きいただきまして，
国際課税資料９のBEPSの方から始めさせて
いただければと思います。
〔税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画〕
国際課税資料９
BEPS 行動計画の現状を簡単に取りまとめて

おります。そもそもこの行動計画の発端は，
リーマンショック後，各国は非常に財政状況が
悪化して，増税，或いは歳出削減という形で多
くの国民負担を求めてきております。そういう
中で，グローバル企業が国際的な税の隙間とか，
抜け穴を利用して税負担を軽減し，圧縮してい
る，ほとんど税金を払っていないという問題が
欧米でかなり政治問題化しております。
こういった問題がかなり盛り上がったのです

が，その対応に関して一国だけでできるかとい
うと，１カ所をふさいでも，また他のところに
行ってしまえば意味がないわけです。そこで，
国際協調による取り組みが必要だということで，
先ほどご紹介がございましたように財務省の国
際局長である浅川が議長を務めております
OECD租税委員会におきまして，「税源浸食と
利益移転」は英語でBase Erosion and Profit
Shifting ですけれども，その頭文字を取って
BEPSと呼ばれるプロジェクトを立ち上げたと
いうことです。
これはG２０という国際的な場で非常に熱心に

議論されているところで，昨年７月のG２０の財
務大臣会合，それから，９月のG２０サミット，
首脳会合でも議論が行われて，G２０諸国から全
面的な支持が得られているというところです。
BEPS行動計画の重要な点は，OECDだけで

はなくて，G２０という枠組みを設けたというと
ころにあります。３番目の○のところに※で

OECD以外にどんなメンバーがいるかという
のを並べております。中国，インド，ロシア，
アルゼンチン，ブラジル，インドネシア，サウ
ジアラビア，南アフリカと非常に有力な経済新
興国が含まれております。こういったメンバー
を含むことによりまして，先進国と新興国の双
方を含んで実効性のある議論を進めていく場と
なることが期待されているわけです。
〔BEPSプロジェクトの歩み〕国際課税資料１０
国際課税資料１０はBEPSプロジェクトの歩

みですので，これは割愛させていただきます。
〔BEPSの問題点〕国際課税資料１１
国際課税資料１１をお開きください。BEPSの

問題点です。これはあらためて申し上げるまで
もございませんけれども，どのような問題があ
るかということをOECDの作ったBEPS行動
計画の内容に基づいて整理したものです。
多国籍企業が先ほど申し上げましたような過

度な節税対策によって税負担を軽減しています。
これによって何が起こるかということですけれ
ども，まず政府にとってみますと，下線を引い
たところになりますが，政治問題化したという
ことでもわかりますように，納税者の不公平感
が非常に高まるということです。それによって
税制全体に対する信頼が揺らいでしまうという
非常に大きな問題がございます。
また，企業にとっても「節税を行っているだ

けで，よいではないか」ということではござい
ません。特に日本の企業はそういったBEPS
を利用した節税をあまり行っていないと承知し
ていますが，そういうBEPSを利用した節税
を行っていない企業，或いはBEPSを利用で
きない国内企業，典型的には中小企業ですけれ
ども，こういった企業がBEPSで税金をあま
り払っていないグローバル企業と本当に対等に
競争できるかというと，なかなかそうもいかな
い。競争条件は不利になっているということが
ございますので，公平な競争条件を整備すると
いう意味でもBEPSは非常に問題があるとい
うところです。
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従って，BEPS対策のための国際協調の取り
組みというのは，納税者の税制に対する信頼の
確保，公正な企業活動の促進による堅実な経済
成長という意味で大きな意味があるという点に
ついて経済界の皆様のご理解を頂ければと考え
ているところです。
〔OECD租税委員会BEPS行動計画（概要）〕
国際課税資料１２―１４
国際課税資料１２から１４にBEPS行動計画の

項目を並べております。BEPS行動計画は１５の
行動計画（アクションプラン）に分かれており
ます。それを項目ごとに期限を切って結論を出
すという取り組みです。これまでいずれも
OECDの場で何回ともなく議論されてきたよ
うな話題も含まれているわけですけれども，こ
れについて期限を切って結論を出すということ
にしたわけです。
一昨日の９月１６日に第１弾の報告書が公表さ

れております。昨日の新聞にもかなり報道され
ておりましたので，皆様もご覧いただいたのか
なと思っております。この資料に網かけをした
部分が第１弾の報告書に該当するところで，期
限が２０１４年９月となっております。
その他の行動計画につきましては，２０１５年９

月，それから，２０１５年１２月といった期限が付さ
れておりますので，さらにもう１年以上検討・
議論を続けて全体が取りまとめられる予定です。
ちなみに今回９月に取りまとめられた報告書

につきましては，この週末にオーストラリアの
ケアンズで行われますG２０の財務大臣会合に提
出されると聞いております。
今回，国際課税資料１２では１番，２番，５番，

国際課税資料１３で６番，８番，それから，国際
課税資料１４で１３，１５番という７つの報告書が取
りまとまったわけです。本日はその主な行動に
ついてご説明させていただきたいと思います。
〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
国際課税資料１５
国際課税資料１５をお開きください。行動１「電

子経済の課税上の課題への対処」です。電子経

済という耳慣れない訳語を使っておりますけれ
ども，原文では digital economyと書かれてい
ます。電子商取引等の新たなビジネスモデルに
対して現行の国際課税ルールで，法人税等の直
接税，それから，間接税，消費税の課税が十分
に行えていない恐れがあるという問題意識の下
でその対応策を検討してきたものです。今回は
かなり分厚い報告書が出されておりますけれど
も，それをあえて簡単にまとめております。
電子経済がもたらす課税上の課題ということ

で４点ほど指摘をされております。①から④ま
でございますけれども，このうち①から③が直
接税，④が間接税に関する課題として指摘をさ
れております。
①ですが，事業所得につきまして，先ほど来

申し上げている PEの関係で，PEなくして課
税なしという原則がございます。これまでも電
子取引に係るサーバは PEとして扱われるとい
うことになっておりますけれども，そのサーバ
すら顧客の所在国にはないといったように，物
理的拠点が全くないために，事業所得として顧
客の所在する国で課税することができないとい
うような場合についてどのように考えるかとい
う課題でございます。
次の②ですが，最近はビッグデータビジネス

というのが話題になっていますが，企業が他国
の顧客利用者等のデータを大量に収集して，そ
のデータを基に他の国でビジネスを行い，その
他の国で経済的利益を得ているようなケースで
す。その企業が得ている利益はデータの収集元
である国で生じたのではないか。そういった観
点からどういうふうに課税ができるのか。或い
は課税をそもそもするのかというような考え方
の課題が指摘されております。
③はややテクニカルになりますけれども，租

税条約等では事業所得，使用料といった所得の
分類ごとに課税関係が規定されております。ク
ラウドサービスの対価といったようなものにつ
いては，果たして事業所得なのか，使用料なの
かといった形で，租税条約の適用上どのように
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分類するかという課題が指摘されております。
最後の④は間接税の課題です。電子商取引に

おいて海外から消費者に直接電子配信によって
電子書籍とか，音楽配信とか，そういったサー
ビス提供が行われる場合，Business to con-
sumer（B２C）取引の場合について消費課税
をどのように確保するのかという課題が指摘さ
れています。
〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
国際課税資料１６
国際課税資料１６として図を付けております。

これにつきまして今回の報告書では「こうせ
よ」という勧告ではなくて，オプションという
形で幾つか提案が示されております。
国際課税資料１６をご覧いただきますと，顧客

がいるところはA国，会社があるところは L
国ということで，このA国の顧客が音楽の電
子コンテンツを購入して，L社に代金の支払い
をするという事例です。オプションの�Aが中頃
に書いてありますけれども，L国の L社の物理
的拠点がA国にないという場合に，電子商取
引における PEの考え方を見直すことについて
どうかということで幾つか提案がなされており
ます。
�Bは，A国でデータを収集しているという

ときに，そのデータの価値に着目した課税がで
きないかということで，これも幾つかのオプシ
ョンが提示されています。
�Cですけれども，物理的拠点がないから課税

ができないということであれば，決済を行う金
融機関への源泉徴収をしてはどうか。例えば電
子商取引の場合はクレジットカードでお支払い
をされる方が多いと思いますけれども，間に挟
まっているクレジットカード会社から L社に
対して支払いが行われるときに源泉徴収を行っ
てはどうかという提案がなされています。
最後に消費税の関係では�Dのところにありま

すけれども，B２C取引について消費地である
A国において消費課税を行ってはどうかとい
うオプションが提示されております。

あえて抽象的なご説明を申し上げましたけれ
ども，４つのオプションはいろいろ詳細が出て
いるのですけれども，どこまでフィージビリテ
ィがあるのか，どういった影響があるのかとい
う点については評価が行われておりません。今
後さらにOECDにおきまして中立性の観点で
どうなのか，効率性の観点でどうなのかといっ
たような評価が行われる予定です。例えば PE
の問題は，他の PEの認定に関する行動計画も
あるものですから，そういった他の行動計画の
検討も踏まえて，オプションの技術的詳細や影
響について検討するということにされておりま
す。
なお，わが国における対応ですけれども，消

費税に関しましては今年の６月に政府税調の方
で電子商取引への消費課税に関する制度案が示
されたところですので，今年の年末の平成２７年
度税制改正プロセスにおいてさらに検討が進め
られると考えているところです。以上が行動１
です。
〔行動２ ハイブリッド・ミスマッチの効果の
無効化〕国際課税資料１７
続いて，行動２が国際課税資料１７になります。

これにつきましてはハイブリッド・ミスマッチ
ですけれども，金融商品や事業体に対する複数
国間における税務上の取り扱いの差異があって，
それを利用して税負担を軽減するということで
す。二重非課税になるような形に軽減するとい
うことが問題視をされているということです。
〔ハイブリッド金融商品（支払者側で損金算入，
受領者側で益金不算入となる配当のケース）〕
国際課税資料１８
報告書では二重非課税の発生を幾つも類型化

した上で対応策を提案しておりますけれども，
この場ではそのうち１つだけご紹介をさせてい
ただきたいと思います。国際課税資料１８をご覧
ください。
ハイブリッド金融商品ということで，負債の

性格と資本の性格の両方を持つような金融商品
です。例えばある種の優先株式のようなもので
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す。これはB社が優先株式の発行者，A社が
その優先株式を保有している者というケースで
す。B国ではこの優先株式の配当については利
子となみして，損金算入ができます。A国で
はその配当は株式の配当ということで，外国子
会社配当益金不算入制度が適用されるという形
で，結果的にA国でも，B国でも課税されな
い二重非課税が生じるというケースです。
報告書におきましては，このようなケースへ

の対応として，国際的二重課税排除のために措
置されている外国子会社配当益金不算入制度に
つきましては，配当支払者において損金算入さ
れる配当は適用除外とすべしということが勧告
されているわけです。
わが国におきましても報告書における勧告を

踏まえまして，外国子会社配当益金不算入制度
の見直しというものが今後検討されることにな
ろうと考えております。
〔行動５ 有害税制への対抗〕国際課税資料１９
国際課税資料１９の行動５は有害税制への対抗

ということで，他の行動と位置付けが異なって
います。他の行動は基本的には条約を直してい
ったり，国内法を直していったりという形にな
るわけですけれども，これはOECDでこれま
で各国の税制について国外から足の早い所得，
例えば金融所得とか，サービス所得を狙い撃ち
して誘致するといった税制は他国の税源を奪う
有害な税制であるということで，各国にその改
廃を求めてきたという経緯がございます。
行動５はその取り組みをあらためてOECD

の側で強化していこうというものです。これに
よってわが国の税制に直接改正が行われるとい
ったものではございませんので，今回説明は割
愛させていただきたいと思います。
〔行動６ 条約の濫用防止〕
国際課税資料２１―２２
続いて，国際課税資料２１をお開きください。

行動６の条約濫用防止ということです。条約漁
り（トリーティショッピング）と呼ばれていま
すけれども，これは本来であれば租税条約の恩

恵を受けることができないような，租税条約の
締結されていない第三国の居住者が租税条約の
恩恵を享受しようとすること，租税条約を濫用
することを防止するというものです。
今回はいろいろな措置が勧告されております

けれども，中心になっておりますのは，各国の
租税条約が備えておくべき濫用防止規定の最低
基準をどうするかというものになっております。
報告書の概要のところで幾つか書いておりま

す。まず租税条約の前文に，租税条約というも
のは，条約漁りを通じたものを含め，二重非課
税の創出や租税回避・脱税による税負担軽減を
目的とするものでないということを明記すると
いうことがございます。
また，具体的な規定については①，②，③と

いうことで，次のいずれかを最低基準として規
定してくださいということが勧告されておりま
す。１番目が特典制限規定と主要目的テス
ト，２番目が主要目的テストのみ，３番目が特
典制限規定と導管取引防止規定ということにな
っております。
まず国際課税資料２２左側にある特典制限規定

（Limitation on Benefit : LOB）と呼ばれる規
定です。これは所得の受領者の属性に着目した
規定です。どのようなものかというのは下のイ
メージ図をご覧いただけるとわかりやすいと思
います。
A国とB国で租税条約があって，例えば配

当について免税になるというような規定があっ
たとします。これはC国に存在するC国企業
は直接適用が受けられないわけですけれども，
このA国，B国間の租税条約を使うために，
ペーパーカンパニーをB国に設立するという
ことが考えられるわけです。
こういったものについては実態がないという

ことで，租税条約の特典を付与しないというこ
とにする。つまり，資料の下に書いてあるよう
に，租税条約の特典付与を一定の適格者に限定
するというものです。適格者というのは第三国
居住者に支配されていないと考えられる者を類
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型化して，客観的要件によって定義をしている
というものです。海外の事例で見ますと，米国，
メキシコ，スペインといった国々が租税条約に
LOBの規定を採用しているという状況です。
他方で，右側の主要目的テスト（Principal

Purpose Test：PPT）というものですが，これ
は取引の目的に着目するといった規定です。図
で示したものは，これもA・B間の条約がある
という状態ですけれども，C国企業がA国企
業の株式を持っている。ですから，Aが Cに
株式の配当を支払うと，A・B間の租税条約は
受けられないわけですけれども，A・B間の租
税条約を受けたいということで，C国企業が金
融機関等に，条約の特典享受を目的として，配
当を受ける権利を譲渡する。これによって配当
がA・B間の特典を受けられるような形を作り
出すということが考えられます。
この金融機関等は LOBでは適格者に該当い

たしますので，LOBではこれは防止できない
ということになっております。その対策といた
しまして，主要目的テスト規定は，下にあるよ
うに，租税条約の特典を享受することを取引の
主たる目的の１つとする場合には特典を与えな
いということを規定しています。海外では英国，
フランス，ベルギー等の国々が採用しているも
のです。
特典制限規定（LOB）につきましてはわが

国の租税条約においても採用されております。
今後，OECDにおいて他の行動における検

討結果の他に，投資ビークルの適格性について
どう考えるかといったことも踏まえながら，こ
の詳細に係る検討を引き続き行っていくという
ことになっています。その結果，OECDモデ
ル租税条約の改訂につながると考えています。
わが国においては引き続き条約濫用防止規定

を含む租税条約の拡充等を目指していくという
ことになろうかと思います。以上が行動６です。
〔行動８ 無形資産に係る移転価格ルールの策
定〕国際課税資料２３―２４
続いて，国際課税資料２３の行動８は移転価格

税制に関するものです。実はこの行動８の他に
も，行動９と行動１０は移転価格税制関係のもの
があるわけですけれども，今回は行動の８のう
ちの一部について報告書が取りまとめられてお
ります。
内容は無形資産に係る移転価格ルールの策定

です。無形資産を軽課税国の子会社に不当に低
い価格で移転するということで，ロイヤルテ
ィーに対する課税を回避するといった多国籍企
業があることから，これを防止するルールの策
定が求められているところです。これについて
イメージ図をご覧いただきながらの方がいいと
思いますので，国際課税資料２４をお開きくださ
い。
これはA国にあるA社が無形資産を開発し

て，B国で実際は孫会社が消費者に対して商品
を売っているといった事例です。A社が軽課
税国の L国に無形資産を不当に低い価格で移
転するとしますと，B国の孫会社から L社に
対してロイヤルティーが支払われて，超過利潤
が L社に蓄積することになります。A社は無
形資産を安い値段で売ってしまっているため，
ロイヤルティーに係る収入は入りませんので，
A国の税源が浸食をされている，すなわち
BEPSになっているという状況になっておりま
す。
仮にB国にも使用料に対する源泉徴収課税

が存在しないということになると，B国，L国，
A国のどこでも課税がされないという二重非
課税ならぬ，三重非課税といった状態になるわ
けです。
このようなケースの対応としまして，無形資

産の移転を移転価格税制の対象とすることにな
るわけですけれども，何が無形資産に当たるの
か，どの時点で無形資産の移転が行われたのか，
無形資産の価格の算定をどうするかといった
ルールを明確にしようというものです。
国際課税資料２３に戻って，今回の報告書では

どこまで触れているのかというところですが，
ここについては無形資産の定義が定められてお
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ります。これについては「有形資産・金融資産
でなく，所有・支配することができ，同様の状
況の非関連者間取引において，その使用，又は
移転により報酬が生ずる資産」ということで定
義をいたしております。これによってしかるべ
き報酬が生ずるものを過不足なく定義をしたと
いうことになろうかと思います。
また，その価格算定につきましては，信頼し

得る比較対象取引が存在しない場合の評価手法
として，Discount Cash Flow（DCF）法を用い
て将来の予想収益を現在価値に割り引いて価格
を算定する方法が導入されています。
先ほど申しましたように，移転価格ルールに

関連する行動として，行動９と行動１０がありま
す。価格付けが困難な無形資産の評価額算出方
法等の論点につきましては，それらの行動と併
せて，来年の期限までに継続して議論するとい
うことになっております。
従って，今後につきましては，他の行動にお

ける検討結果を踏まえて，今後「移転価格ガイ
ドライン」がOECDにおいて改訂されるので
はないかと思われます。わが国もOECDの議
論を踏まえながら，国内法及び通達上の手当て
について検討をしていくことになるのだろうと
いうことです。
〔行動１３ 移転価格関連の文書化の再検討〕
国際課税資料２５
続いて行動１３です。これも移転価格関連であ

り，移転価格関連の文書化についての行動です。
これまでも移転価格の文書化ルールというのは
あったわけですけれども，この行動計画は多国
籍企業グループに対して適正な移転価格課税を
実現するために，多国籍企業グループの取引の
全体像に関する情報，すなわち各国における利
益，納税額，経済活動の概要等に関する報告を
義務付けて，その国際的基準の策定を目指して
いくというものです。
これは冒頭にご説明したグローバル企業の節

税問題を通じまして，各国が移転価格課税を適
正に行うためには，こうしたグローバル企業が

国ごとに利益や税金をどのように配分している
かといった情報が必要だということが世界的に
認識されたことによるものです。先ほど渡辺さ
んからもご紹介がありましたように，特にヨー
ロッパ諸国は強くこれを主張してきた経緯がご
ざいます。
また，グローバル企業にとっては，こうした

情報を各国がばらばらに求めてくれば，多大な
事務負担が生ずることになりますので，そうい
った負担を軽減する観点から国際的な共通様式
が求められるということになります。
〔行動１３ 移転価格税制の文書化に関するルー
ルの策定〕国際課税資料２６
具体的な内容については，概要のところで次

の国際課税資料２６の絵の方をご覧いただければ
と思います。報告書では，多国籍企業に対しま
して，この図にありますような共通様式に従っ
て，移転価格リスク評価のための情報を税務当
局に提供するよう義務付けるということが勧告
されております。マスターファィル，ローカル
ファイル，国別報告書（カントリー・バイ・カ
ントリー・リポート）の３つの書類です。
まずマスターファィルですけれども，これは

親会社が作成するもので，多国籍企業グループ
全体に共通する基本情報に属するものです。例
えばここにあるグループの組織図，事業概要，
保有する無形資産の情報，グループ内金融活動
に関する情報やグループ全体の財務状況，納税
状況といったかなり次元の高い情報になってま
いります。
２番目がローカルファイルです。これは各国

に所在するそれぞれの会社が行うグループ内取
引の情報を作成することになっており，かなり
内容も細かいものになっております。組織図，
経営戦略，主要な競合他社，それから，関連者
間取引と取引背景，移転価格算定根拠という移
転価格税制に関する情報です。
３番目が国別報告書（カントリー・バイ・カ

ントリー・リポート）です。これは親会社が作
成するとされております。これは多国籍企業グ
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ループ全体について，それぞれの拠点が所在す
る国ごとの収入・利益・税額といった財務情報
を一覧にした表になります。
こういった項目について経済界の皆様からも

いろいろなご意見を頂戴したところです。共通
様式に含まれることになった項目につきまして
は，パブリックコンサルテーションを通じて寄
せられた経済界からのご意見というものが一定
程度反映されて，当初の案よりは項目数が減っ
ていると思います。
ただ，こうした情報がどのように提出先で使

われるのか，あるいは秘密の保持は大丈夫なの
か，というご心配の声があるのもまた事実です。
この点につきまして報告書では，これらの情報
が移転価格リスク評価のための情報であって，
この情報によって直接移転価格課税を可能とす
るものではないということが記載されておりま
す。また，秘密の保持に関して申し上げれば，
税務当局は営業上の秘密及び移転価格文書に含
まれるその他の商業上センシティブな秘密情報
の不開示を保証しなければならないとされてい
るところです。
今後の課題としては，ローカルファイルはそ

れぞれの拠点が所在する国の税務当局に提出す
るということなのですが，マスターファイルと
国別報告書については親会社が作成するもので
すから，それを各国子会社が所在する国に向け
てどのように報告をするのかという文書の提供
方法が残されています。これにつきましては，
大きく２つの方式が議論されているところです。
まず１つ目が企業情報の秘密保持，それから，
適正利用を重視する観点から，租税条約の情報
交換により各国の税務当局間で情報を共有する
という方式がいいのではないかという主張がご
ざいます。これは親会社のある国の税務当局に
１回出して，あとは税務当局間で情報交換すれ
ばいいのではないかという考え方になります。
他方，そういう租税条約を用いた提供方式は，

情報を交換して受け取る側からすると，タイム
リーな情報の入手ができない，情報を適切に活

用できないという主張があります。それから，
条約を締結している国と締結していない国があ
るわけですので，関係国全てが情報を入手する
ことが望ましいという観点からは，子会社を通
じて各国の税務当局に提出するべきであるとい
う方式を主張する国々もございます。
こういう議論が続いた結果，この段階では結

論を導くに至りませんでしたので，あと数カ月
間引き続き議論をして，結論を得るということ
になっています。以上が行動１３です。
〔行動１５ 多国間協定の開発〕
国際課税資料２７―２８
最後は行動１５ですが，これは今申しましたよ

うな各種勧告を実施するためには，租税条約の
改正というものが必要になってきますが，世界
中で併せて３，０００本ぐらいの条約がある中で，
それを１本，１本改正していくと膨大な時間が
かかります。そのため，マルチ協定を作って，
一度に改正できないかということが検討されて
おります。結論としては実現可能ではないかと
いうことで，今後さらに検討を進めるというこ
とになっています。
以上がBEPSの関係ということになります。

２．自動的情報交換を巡る最近の動向
〔非居住者に係る自動的情報交換を巡る国際的
取組みの経緯〕国際課税資料２９
最後は自動的情報交換についてご説明させて

いただければと思います。国際課税資料２９をお
開きください。これもOECD，G２０の議論の中
で大きな柱になっております。
この自動的情報交換を一言で申し上げますと，

外国の金融機関を利用して国際的な脱税や租税
回避をしているケースを防止するために，金融
機関が有する非居住者の口座情報について税務
当局間でお互いに提供し合おうといった取り組
みです。
経緯から申しますと，２００８年にスイスの

UBS事件というものがございました。アメリ
カでスイスの金融大手UBSの元行員が脱税ほ
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う助で起訴され，米国内で批判が高まったとい
うものです。それを受けて，アメリカでは米国
市民による外国金融機関の口座を利用した脱税
を防止するために，「外国口座税務コンプライ
アンス法」，FATCAと称しておりますけれど
も，外国の金融機関から米国市民の口座情報を
報告させるという法律を作りました。
これが契機となりまして，税務当局間で非居

住者の口座情報を提供し合う自動的情報交換に
関する国際基準を策定するという動きが進んで
まいりました。G２０の財務大臣会合，或いはサ
ミットにおいても支持をされてきたところです。
実際にその国際基準を策定したのが先ほど申

し上げたOECDの租税委員会です。今年の７
月に細目も含め，国際基準である「共通報告基
準」が完成いたしました。今後は各国が共通報
告基準を実施するための国内法制を整備すると
いう段階に入ってきております。各国とも早期
に実施すべきということが指摘されておりまし
て，そういう国際的な流れになるということで
す。
〔共通報告基準による自動的情報交換のイメー
ジ（日本⇒外国）〕国際課税資料３０
具体的にどういうことが起こるのかというこ

とを以下の図でご説明をさせていただければと
思います。国際課税３０がイメージ図になります。
これは自動的情報交換ということなので，日本
の当局から外国の当局へ情報を提供するととも
に，外国の当局から日本の当局に情報が提供さ
れるという関係になります。
まず日本から外国の絵です。一番下に居住者

がいます。右側にはA国居住者，B国居住者
がいるのですけれども，今回問題になっている
のは日本の居住者ではなくて，A国居住者，B
国居住者，日本から見ると日本の非居住者です。
この日本の非居住者が日本の金融機関に口座

を持っているという場合に，金融機関に日本の
非居住者の口座を選別していただきます。日本
の非居住者の②に書いてあるような氏名・住所，
納税者番号，口座残高等の情報を国税庁に報告

していただくということになります。念のため
に申し上げますけれども，そういう制度ですの
で，日本居住者の方々の情報が収集，或いは報
告されるということはございません。
国税庁はこれらの報告を受けた情報を相互主

義に基づいてA国の税務当局，B国の税務当
局に提供する。相互主義ですので，ちゃんと相
手からも提供がされるという場合に限って提供
するといった仕組みになっているわけです。以
上が日本から提供する場合です。
〔共通報告基準による自動的情報交換のイメー
ジ（外国⇒日本）〕国際課税資３１
逆に日本が受け取る場合は，裏返しなので，

国際課税資料３１の図をご覧いただければと思い
ます。これは日本の居住者がA国，或いはB
国，C国というところに口座を持っているとい
う場合ですけれども，今と全く裏返しの状況に
なっておりまして，A国の金融機関からA国
の税務当局に情報が報告され，A国の税務当
局から国税庁に対して相互主義に基づいて日本
居住者の情報が提供されるという形になるわけ
です。
〔共通報告基準の概要〕国際課税資料３２
国際課税資料３２は共通報告基準の概要という

ことですが，これは今申し上げたことを文字に
落としているものですので，説明は割愛します。
〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）〕
国際課税資料３３―３４
国際課税資料３３にG２０サミットの首脳宣言，

それから，国際課税資料３４にG２０財務大臣会合
の声明というのが出ておりまして，各国で力を
入れた議論が行われております。これについて
は今週末のG２０財務大臣会合でも恐らく議論に
なるだろうと予想されるところです。
BEPSをはじめとする国際課税分野における

国際協調の取り組みというのは，日本としても
積極的に取り組んでいきたいと考えております
し，その中で企業の皆様方からもご意見を頂戴
して，それを生かしていきたいと考えています
ので，引き続きよろしくお願いしたいと思って
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おります。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。一昨日に公表されたばかりの第１次報
告書の内容も含めまして，最新時点での状況を
お話しいただき，誠にありがとうございました。
各企業のご意見も聞きたいというお話でしたが，
第１次報告書の前にドラフトが出ておりまして，
それに対して各国のパブリックコメントを求め
ているのですが，日本の経団連は，特に行動１３
の移転価格関連の文書化のところについて，相
当強烈なと申しますか，はっきりしたコメント
を出しているようです。
それでは，パネリストのお三方から順次ご意

見，ご質問を頂戴したいと思います。最初に青
山さん，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．G２０／OECDを中心とした国
際的な議論に対する意見

（青山） 小宮さん，２日前に公表されたばか
りの資料を反映されたご説明で，非常に有益な
情報をありがとうございました。私からは総論
と各論に分けてコメントと質問をさせていただ
きたいと思います。
〔現時点での評価と今後の進捗予測について〕
１点目は，今回第１弾のパッケージで，７項

目について報告がされたわけですけれども，先
ほどのご説明を承りますと，ハイブリッド・ミ
スマッチとか，ドキュメンテーションなどの一
部の項目を除きますと，当初に期待されたよう
な具体的な各国の制度のハーモニゼーションに
直結する段階に至った結論を持った行動項目が
少ない。先ほど中間報告的とご説明いただいた
と思いますけれども，そのような項目が目立っ
たように思います。
具体的な処方箋の提示に至りにくい原因はど

のようなところにあったのかということについ

てお聞かせいただきたいと思います。そこは今
回のプロジェクトがOECD加盟国の枠を超え
てG２０まで広がったことも関係しているのでし
ょうか。この辺のところで，今後の中間報告的
位置付けの項目がこれから残った期間どのよう
に進められるのかということも含めて，全体の
流れをお伺いしたいというのが１点目です。
〔産業界からのインプット〕
次に，産業界からの具体的な声は恐らく古田

さんがこの後詳しく触れられると思いますので，
全体的な動向に絞りたいと思います。渡辺さん
からは経団連の非常にアクティブなインプット
のお話がございました。
私の知る限りは，経団連のそのような積極的

なインプットというのは，本邦企業のアジア展
開等の中で直面している難問を背景とした新た
な二重課税リスク発生に対する懸念が背後にあ
るのではないかと思います。このような産業界
からのインプットはどのようにOECDで斟酌
されているのかということについてご説明が頂
ければと思います。
〔BEPSへ取り組むG２０のモメンタム〕
それから，先ほどのことともつながりますけ

れども，中間報告でまだ宿題が多いというとこ
ろを見ますと，当初の厳格に期限を切った詳細
なスケジュール感に比べまして，BEPSに取り
組むG２０のモメンタムがやや主要提唱国の間で
陰りが見られているのではないかという印象も
正直持つわけですけれども，このあたりについ
てどのように評価されているのかということを
お聞かせいただければと思います。
〔PE概念の抜本的見直しの見通し〕
各論に移りますが，項目１のところでは，電

子経済の所得課税のところで準備的，補助的業
務による除外の再検討とか，重要なデジタルプ
レゼンスに基づく新たな PE概念の創設など，
非常にドラスティックな選択肢が，まだオプシ
ョンですけれども，提示されています。
他方，そのような提言が議論の俎上に上がっ

ている一方で，具体的な実施に向かっているの
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はどの領域かというと，先ほどのご説明にもご
ざいましたが，消費税のB２Cの徴収確保の分
野のみではないかとも思います。そういった意
味でのアンバランスがちょっと気になりまして，
今後の進捗の見通しを承りたいと思います。
併せて，わが国をはじめ，AOAのソリュー

ション提示段階で７条関係，PEの帰属につい
ては各国とも取り組んだわけですが，PEの定
義についてはOECDも切り離して解決をした
ということでした。OECD諸国の立場からは，
途上国の拡張的な PE概念を念頭に置きますと，
具体的にドラスティックな PE定義の改革に動
きづらいという立場にあるのかなと思いますけ
れども，そのようなことがあるのでしょうか。
これが各論の１点目です。
〔わが国でのGAAR立法化の検討〕
次に項目６についてです。条約濫用防止の提

言のところでは主要目的テストの追加がその中
心になると思います。主要目的テストは各国の
国内GAARの中で税の利益を主たる目的とす
るというふうな要件の下で展開されている概念
ですので，もしこの主要目的テストを中心とし
た条約上の新たな選択肢の方向で国際的な協調
がスタートした場合に，国内法上のGAARを
持っていないわが国では，租税回避否認のスタ
ンスについて国内法と条約の規定のアンバラン
スが顕在化するのではないかなと思います。
そういう意味では今回の報告書の公表は，わ

が国でのGAAR立法化の検討を本格化させる
契機となるのではないのかという印象を私自身
は持ちました。ただ，ここの点は先ほど小宮さ
んが既に先手を打たれまして，最初のテーマの
ところでお答えになっておられますので，ここ
はあえてこれ以上お聞きすることはないと思い
ます。
〔移転価格関連の文書化〕
最後に項目１３の移転価格関連の文書化のとこ

ろです。これについては先ほどご紹介いただき
ましたように，特に国別報告書の項目について
ご尽力いただいて，いろいろなコメントを反映

した報告範囲の縮小ということは評価されると
思います。
ただ，先ほどご案内のありました内容が確定

しても，それを開示するやり方によっては現実
的な二重課税のリスクというものが出てまいり
ます。先ほど２つの方法をご説明いただきまし
たけれども，これについては恐らく本邦企業の
目から見ると非常に関心を持って見ているので
はないか。まだ結論の出ていない開示方法につ
いて特に慎重に検討する必要があるのではない
かと考えます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，次に，浅妻さん，よろしく
お願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（浅妻） 小宮さん，わかりやすい報告をあり
がとうございました。
〔電子商取引におけるPEについて〕
私のコメントは国際課税資料１５～１６について

です。オプションのAの電子商取引に関する
PEについてです。電子商取引について１９９０年
代からずっと議論されているのに，なぜまだ議
論が続いているのだろう，と今日来ていらっし
ゃる方は思っているのではないかと思います。
私のコメントは，PE概念を変えて電子経済に
対応するのは，条約の構造に照らして無理であ
ろうというものです。
今日の午前のご報告で岡村先生がハイブリッ

ド・ミスマッチとか，利子控除が法人税の根幹
に関わるのではないかとおっしゃっていました
けれども，電子商取引に関する問題というのが
租税条約の体系的な欠点を突いていると考える
からです。
PE課税がいいのか，それとも，源泉徴収課

税がいいのかということは，今年の春に２１世紀
政策研究所で青山さんの座長の下で報告書を書
く機会を頂きましたので，そちらを読んでいた
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だければと思うのですが，もう少し根源的な話
として，最近の中里実先生還暦記念の『租税法
と市場』の中で PEについて書くことがありま
したので，そちらの方を今日はお話ししたいと
思います。
というのは，PEなければ課税なしという

ルールが１９２０年代に固まっていったわけですけ
れども，一般的な説明として，PEなければ課
税なしというルールが執行の観点から作られた
と考えられております。物理的な拠点がなけれ
ば，課税はやりようがないと当時は考えられた
ということです。それはそのとおりなのですけ
れども，本当に PEなければ課税なしが当時唯
一の選択肢だったのかというと，そんなことは
ないだろうと私は思ったわけです。
例えばフランス法人がドイツに経済的に進出

しているというときに，フランス法人がドイツ
に支店を持っている場合だけがドイツが課税で
きる場面だというのではなくて，フランス法人
がドイツに関連会社を設立しているという場合
だったとしても，フランス法人のドイツ源泉所
得を何らかの基準で決めたうえでドイツが課税
しようとしたならば，執行は不可能ではないわ
けです。支店がなければ課税ができないと言わ
れているわけですが，子会社がある場合だって，
やろうと思えばできないはずはないだろうとい
うことです。これは現在の話ではなくて，１９２０
年代を念頭に置いたコメントです。
ということは，PEなければ課税なしという

のは，執行できないからだと言われていたので
すけれども，それだけではなくて，親会社，子
会社というのは別々の企業であると考えるとか，
本店，支店というのは別々の企業であると考え
るとか，そういったアームズ・レングスの発想
が１９２０年代の国際連盟のときに採用されたとい
うことです。PEなければ課税なしということ
とアームズ・レングスの発想をセットで当時は
採用したということが現在の租税条約の体系を
なしていると私は理解しております。
そうしますと，電子経済について報告書を見

ますと，例えば５条４項をなくすという話は租
税条約の体系を崩さずに可能であろうと思いま
すが，物理拠点がないのだけれども何とか PE
は認定しましょうという場合は，拠点がない。
そこで何か事業活動を行っているわけではない。
単にお客さんがいるだけです。お客さんがいる
というだけで課税権を認めるということはない
というのがOECDモデルの根幹をなしており
ますので，お客さんがいるところに課税権を認
めましょうというのがどうしても租税条約の体
系に合わない考え方です。
電子経済について PE概念を書き換えましょ

うと言い始めますと，どうやって親子会社間の
アームズ・レングス・プリンシプルと整合的に
ルールを作るのかという問題が絶対に出てきて
しまいます。もしも電子商取引について，かつ
てバーチャル PEなどと言われていましたが，
PE概念を新しく作りましょうということにな
ると，アームズ・レングスを一部あきらめなけ
ればいけない，ということになります。しか
し，２０００年代にさんざん議論してAOAを頑張
って決めたわけですので，少なくとも今後１０年
ぐらいは無理なのではないかなというのが私の
コメントです。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 浅妻さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，最後に，古田さん，よろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（古田） 小宮さん，懇切丁寧なご説明をどう
もありがとうございました。私の方からは予測
可能性，或いは法的安定性の観点，或いは事務
負担軽減の観点からのお願いを特に次の４点に
関してさせていただければと思います。
〔BEPSについて〕
１点目は全般的なことですが，BEPSの議論

の発端は，ご承知のように，欧米企業のタック
スプランニングを駆使した過剰な税逃れにある
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と理解しております。そもそも日系企業の多く
はこのような手法を導入しておらず，誠実に税
務業務を行う真っ当な納税者であると思われま
す。
公平な競争環境を整備するという意味で必要

ということは理解いたしますが，現状の日系企
業に１００％フィットするものではないため，さ
まざまな形でOECD事務局に対して今まで以
上に提言していく必要があると感じております。
財務省，国税庁の皆様方には，このようなアク
ションに関しまして，今まで以上にバックアッ
プをお願いしたいと感じております。既に租研
の場におきましてOECDでの議論を適時にフ
ィードバックいただく等ご協力いただいており
ますが，今後ともこのような機会を少しでも多
く設けていただければと感じております。
さらにBEPS行動計画がカバーする領域は

非常に広く，国際課税分野全域を網羅している
といっても過言ではございません。従いまして，
行動計画で取り上げられている全てを理解する
ことは，専門家にとっても容易なことではない
と思われます。特にOECDでの議論は，種々
のテクニカルワードを駆使した，最先端の税理
論に関わる領域が取り扱われていると感じてお

ります。既に租研の場等を通じてさまざまな機
会においてご説明いただいておりますが，特に
国内法制化等が見えてきたものにつきまして，
現在まで以上に納税者を対象とした，わかりや
すい情報発信の機会をさらに増加，充実いただ
ければと思います。
〔行動計画２について〕
２点目が行動計画２についてです。２国間で

の取り扱いが異なることを利用して両国の課税
を逃れる，いわゆるハイブリッド・ミスマッチ
に対する措置といたしまして，特に他国におけ
る課税上の取り扱いを踏まえて，自国における
課税上の取り扱いを定めるリンキングルールと
いうものが提案されております。
二重非課税を防止するという側面は確かに必

要と思われますが，このルールにおいて，納税
者自身が他国の課税上の取り扱いを確認して，
個別に判断しなければならないとなると，納税
者側で全てのケースを判断するのは過剰な負担
が強いられるということになると思います。
例えば対象となる取引を少し限定するとか，

或いはリンキングルールの適用ケースをリスト
アップして，納税者にわかりやすい形にする等
のサポートがないと対応困難な面が存在いたし
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ます。このような措置を可能なかぎりご検討い
ただければと思います。
〔行動計画６について〕
３点目が行動計画６についてです。現在，こ

ちらに関しましては，いわゆる条約濫用防止の
対抗策が検討されていると理解しております。
その中でいわゆる特典制限条項（LOB条項）
と主要目的テスト（PPT）の組み合わせが提
案されております。
第三国の居住者が形式的に締約国の居住者と

なることにより条約の特典を濫用する，いわゆ
るトリーティショッピングの防止が主な目的で
あるというようですが，こちらに関してまして
は，これは多分に個人的な見解になってしまい
ますが，組み合わせ措置は少し厳し過ぎるよう
に感じます。
特典を得るための事前届け出の事務負担も決

して無視できるレベルではないということを考
慮いたしますと，LOBだけでも十分ではない
でしょうか。或いは納税者側で事前届け出をす
る際に選択できるような措置があればと感じて
おります。租税条約自体の改訂作業のさらなる
促進と合わせてご検討いただければと思います。
〔行動計画１３について〕
最後に行動計画１３についてです。国内法制化

のスケジュールに関しまして，OECDはマス
ターファイル，ローカルファイル，国別報告書
（カントリー・バイ・カントリー・リポーティ
ング），その３種類の作成を勧告しております。
このうちマスターファイル，国別報告書は親

会社が作成するとされています。グローバルに
事業を展開しているいわゆる日系多国籍企業に
おきましては，多数の海外現法を有するにも拘
わらず，コーポレートの税務担当は本国におけ
る申告や調査対応に特化しているところが多い
と思われます。つまり，マスターファイルや国
別報告書を取りまとめる陣容やデータベースが
整理されていないのが現状でありまして，これ
らの書類を準備するためには，グローバルな税
務対応全体をコーポレート主導型に変更すると

いうような組織的な対応やシステム対応も含め
まして，かなりの時間やコストを要すると思わ
れます。このような点を考慮いたしますと，国
内法制化にあたりましてある程度の準備期間，
或いは猶予期間を設けていただくことをぜひと
もご配慮いただければと思います。ご検討のほ
どお願いいたします。
続きまして，マスターファイル，ローカルフ

ァイル，国別報告書の開示範囲についてです。
３つの書類に共通して言えることですが，また，
極めて事務的な観点からのお願いということに
なってしまいますが，例えば開示範囲の中に主
要な関連者間取引等という場合，この「主要
な」という文言の範囲に関しまして，書類作成
はどこまでを開示範囲として捉えればいいのか
把握しづらい面がございます。
いわゆる重要性に関しての問題と思われます

が，一概に全てというのは事務負担軽減の観点
からも非現実かと思われますし，処理時に範囲
が明確になっていない場合，現場が混乱してし
まう可能性もございます。このような範囲につ
きまして，開示範囲のミニマイズ化等の検討と
併せて，曖昧な部分をできるだけ排除いただく
ようご検討いただければと思います。
最後に報告書の提供方法についてですが，マ

スターファイル，国別報告書の提供方法につき
ましては未だ，交渉の余地があるとお伺いして
おります。選択肢といたしましては，各国のご
当局へ提出する場合，現法から直接提出する方
法と情報交換規定等を活用してご当局のネット
ワークの中で処理する方法が議論されているよ
うですが，ぜひともご当局同士で処理いただく
方法をご推奨いただきたく考えております。
特に JV等の場合，相手国株主が当該 JVで

はパートナーであっても，他の事業分野ではラ
イバルであるという場合等がございます。他の
無関係な事業そのものに影響を及ぼす可能性も
あり，この点につきましては寛大なご配慮をお
願いいたします。以上です。
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―――――――――――――――――――――
（渡辺） 古田さん，どうもありがとうござい
ました。
それでは，ただ今の意見，ご質問につきまし

て小宮さんの方からどうぞご発言をお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（小宮） 皆様からご意見，コメントを頂きま
してありがとうございました。以下，また順不
同でお答えをさせていただきたいと思います。
〔合意形成の必要な課題〕
まず総論的なところからですけれども，青山

さんの方からまだ中間的なものがかなり多くて，
それはG２０で議論を行うことにしたからではな
いか。また，そもそもモメンタムもやや陰りが
ちではないかというようなご指摘，ご質問を頂
いたところです。
私からもご説明申し上げましたように，今後

さらに検討を詰めていかなければいけない課題
というのはかなりございます。これは必ずしも
１つの原因が特定できるというわけではないと
考えております。ここは完全に個人的な感触に
なります。
確かに参加者が増えれば，多様な意見が出さ

れてくるので，より合意形成に腕力といいます
か，力が必要になってくるわけですけれども，
他方で，この１年という短い期間の中でこれだ
け多くの項目について関係国が歩み寄ってこれ
だけの報告をまとめたというのは非常に大きな
成果だと思っております。
また，いろいろな意見が出されていたわけで

すけれども，必ずしも先進国と新興国という対
立構図だけではありません。例えば先ほど来申
し上げている文書化の提供方法の話１つを取っ
てみても，先進国の中でも意見は分かれている
という状況ですので，そこは必ずしも１つの特
定の原因があるわけではないだろうと思ってお
ります。
また，かなり宿題が残っているということに

つきましては，詰めていくうちに各行動の相関
関係がどうしても出てきてしまっているという
ことがあるのだと思います。例えば先ほどの行
動２のハイブリッド・ミスマッチにおきまして
も，行動３のCFC（外国子会社合算税制）と
の関係が出てきたり，電子経済につきましても，
行動７の PE認定回避の問題との関係が出てき
たり，どうしても２０１４年９月という期限までに
かっちりとすべての結論を出しにくいのです。
２０１５年９月までの行動を検討した結果も踏ま
えて，さらに詰めていかなければいけない部分
があるというのもまた事実です。そういう意味
である一定程度の宿題が残っているということ
になるのだと思っております。
そういう意味ではこの１年間でこれだけまと

めており，かなり対立した行動もあったわけで
すけれども，最後は一定の結論を出したという
ことで，モメンタムは決して私から見ていると
そんなに下がっていないだろうと思います。
この辺は，先ほど申しましたように，この週

末に開催されるG２０の財務大臣会合で，さらに
閣僚レベルでも議論が行われることになります。
その結果も報道などでご覧いただければと思う
ところです。
〔PE概念の見直し〕
行動１につきましては，浅妻さんからアーム

ズ・レングスを捨てない限りは機能しないので
はないかというご指摘，それから，青山さんか
ら今後の見通しについてもご質問を頂いている
ところです。
まず PE概念との関係ですが，PEの見直し

は，浅妻さんもおっしゃられたように，ある程
度できるのではないかというようなものもあれ
ば，アームズ・レングスを捨てない限りできな
いのではないかといったものも確かにあろうと
思います。
今回出されたオプションにつきましては，先

ほど申しましたような詳細な評価，或いは影響
の検討がまだ済んでおりません。今後この検討
が進められていくわけですけれども，その課題
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でまさに PEの見直しを行った場合に，その
PEに帰属させるべき利得というのはどういう
ふうにするのだというのが明示的に論点として
挙げられておりますので，そういうところを検
討した結果，どういう取り扱いになってくるの
かというところかと思っております。
今後の見通しですけれども，特にそういう意

味で議論を尽くしていない項目がございますし，
先ほど申したように PEが問題であれば，他の
PEの関係の行動計画と併せて議論することが
ありますので，いったん関連する課題について
は，関連する行動計画の議論の方に電子経済か
ら球を投げる形になっております。
球を投げて，その答えが先方の検討の方であ

る程度固まってきたらまた一緒になって検討し
ようという形で今後進んでいくのだろうと思い
ます。従って，また１年かけて議論を続けてい
くことになりますので，機会を見てご報告させ
てもらえればと思っております。
〔リンキングルールについて〕
行動２のところでは，古田さんからリンキン

グルールについてのご意見を頂いたところです。
リンキングルールは，ご指摘のように，自国の
租税の取り扱いを他国の租税の取り扱いにリン
クさせるということで，確かにかなり執行的に
は難しい部分が出てくるというのは事実だと思
います。
従って，二重非課税の排除という政策目的と

コンプライアンス・コストのバランスを図って
いくことが重要だということは報告書でも示さ
れているとおりですし，報告書の中身につきま
しても，関連者間での取引に適用範囲を限定す
るといった実務への配慮も一定程度はなされて
おります。
また，具体的な取引の範囲につきましても，

例えば投資ビークルへの適用はどうするのかと
いったことは今後の宿題みたいな形になってお
りますし，ある金融商品が相手国ではどういう
ふうに課税上取り扱われているのかという情報
をどうやったら自国にいてわかるのかという情

報の共有方法についても今後の課題であると示
されているところです。
いずれにしてもこのリンキングルールについ

ては，勧告を実施していくための具体的な指針
というものをコメンタリとして来年の９月まで
に取りまとめて，公表するということになって
おりますので，そういった議論を続けていくと
いうことになろうかと思います。われわれとし
てもそういった議論には積極的に参画をしてい
きつつ，さまざまな産業における実態や影響な
どを考慮しながら検討を進めていきたいと考え
ているところです。
〔LOBと PPT，導管取引防止規定の導入〕
行動６については，古田さんから LOBと

PPTの組み合わせについてやや事務負担が多
いのではないかというご指摘を頂いております。
また，青山さんからはGAARの追加というの
はという話もございました。そこは先ほどご指
摘をさせていただいたところです。
ですから，古田さんのご質問に関しては，

LOB単独でというお話というのは当然あろう
かとは思っております。ただ，LOBしか持っ
ていない国も含めて，最少基準を今回は決めた
という形になっています。先ほど申しましたよ
うに，LOBだけではどうしても対処できない
ような条約漁りのケースがあり得るということ
で，今回最少基準として LOBと PPTの組み
合わせ，PPTのみ，それから，LOBプラス導
管取引防止規定という３つのパターンが勧告さ
れておりますので，これを踏まえて，租税条約
について検討していかなければいけないのかな
と思っております。
わが国の租税条約におきましても，条約濫用

防止の要請と納税者の負担のバランスに配慮し
ながら，各租税条約の特典の内容に応じて報告
書と同様の措置を導入してきているところです。
例えば２０１２年に署名をした日ニュージーランド
租税条約では LOBと PPTの両方，本年１月
に 署 名 し た 日 オ マ ー ン 租 税 協 定 で は
PPT，２０１０年に署名した日蘭租税条約では
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LOBと導管取引防止規定といった形での導入
をしているところで，今後も必要に応じて適切
に対処していきたいと考えているところです。
〔移転価格関連の文書化〕
行動１３につきましても古田さんと青山さんか

らご指摘，ご質問を頂いております。文書の提
供方法につきましては，先ほどもご説明いたし
ましたけれども，２つの意見が拮抗していると
いいますか，子会社を通じて出す方がいいとい
う国の方が実は多いのです。そういう状況で引
き続き議論ということになっておりますので，
今後とも納税者のコンプライアンス・コスト，
或いは情報の秘密保持といった点には十分配慮
しながら，われわれとしてもOECDの議論に
参加していきたいと考えているところです。
ただし，BEPSプロジェクトは，先ほど申し

ましたように，国際的な協調の取り組みとして
税の抜け穴をなくしていくという取り組みです
ので，どういう結果になるか。非常にこれから
注意していかなければいけないところですけれ
ども，国内的には何らかの措置は取っていかな
ければならないだろうと考えております。その
際には，当然のことですけれども，企業の方々
の事務負担については十分配慮していかなけれ
ばいけないと思いますし，その意味で準備期間
も十分配慮していかなければいけないと考えて
いるところです。
〔情報発信について〕
最後はまた総論に戻りますけれども，これま

で経団連を中心とした産業界からのインプット
につきましていろいろ頂いているところです。
青山さんからどのように斟酌をされているのか。
それから，古田さんからはむしろ意見出しのバ
ックアップ，それから，情報発信を当局からも
もっとせよといったご意見を頂いたところです。
おっしゃるとおりで，今回の第１弾報告書の

取りまとめにおきましては，OECD自身がパ
ブリックコメント，パブリックコンサルテーシ
ョンを行っておりまして，経団連をはじめ，産
業界から積極的なインプットを頂いたというこ

とです。
これにつきましては，日本の当局としてもお

礼を申し上げたいと思っております。このパブ
リックコメントやパブリックコンサルテーショ
ンを通じて非常に多くの建設的なご意見，特に
実務側からのご意見を頂いたので，それを踏ま
えて，OECDの中で各国が議論を続けてきた
というところです。その結果，いろいろな点で
結論には反映がされているのだと思います。例
えば先ほどのリンキングルールの範囲の問題と
か，文書化の報告の項目の問題とか，或いは提
供方法の問題についても，こういったインプッ
トが契機になって議論が深まってきたと認識を
しております。
そういう意味でもまさに今日のような場は，

われわれからしても，経済界，納税者の方々か
ら貴重なご意見を頂ける機会です。また，これ
以外にも租研の関係者の方々からはいろいろご
意見を頂いておりますので，あらためて私から
もお礼を申し上げたいと思っております。
先ほど申しましたように，今日ご報告したも

のでも今後引き続き議論をしていくべき問題が
ございますし，さらに２０１５年９月，１２月が期限
のものについてはこれからが議論の本番という
ことで，さらにパブリックコンサルテーション
が行われたり，パブリックコメントが行われた
りということがあろうかと思います。
それに向けては，引き続き経済界の皆様から

ご意見を頂戴しながら，議論に参加していきた
いと思っております。私共からも引き続き折に
触れて情報発信をさせていただければと思って
おりますし，こういったご意見を頂戴できる情
報交換の場を設けていただければと思いますの
で，引き続きご理解ご協力の程よろしくお願い
したいと思います。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。BEPSの議論はまだまだ「これを聞き
たいのだ」というようなことがおありになるか
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もしれませんが，今日は取りあえず１５の行動計
画のうちの一昨日に発表になりました７点を中
心に議論をさせていただきました。
BEPSにつきましてはいろいろなご意見があ

ると思います。非常に短期間に，しかもいろい
ろな国が集まって，OECDだけではなくて，G
２０の８カ国まで加わって，ここまでまとまった
のはすごいなというふうな感想が片方である一
方で，「まだまだ入り口だけではないか。これ
からではないのか」というお考えもあろうかと
思います。
いずれにしても，すぐにこの後にG２０がある

ようですし，また，その後もいろいろな議論が
行われるようです。わが国としても大いに注視
し，意見も言うべきは言っていくということが
必要なのかと思います。
まだまだご議論の種は尽きませんが，ちょう

ど時間になりましたので，この辺で第２部を終
わらせていただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） 本日ご参加のパネリストの皆様には，
それぞれのご見識に基づきまして大変貴重，か
つ活発なご意見，ご質問を頂きまして誠にあり
がとうございました。
国際課税の世界は，私から申し上げるまでも

なく，すごい勢いでこの数年間動いております。
ちょっと目を離しておりますと，浦島太郎にな
ったような感じになって，中身がわからなくな
ってしまうというようなことですので，遅れな
いように注目してやってまいりたいと存じます。
それでは，以上をもちまして，本日のパネル

ディスカッション「国際課税をめぐる現状と課
題」を終わりにさせていただきたいと思います。
皆様のご協力，大変ありがとうございました
（拍手）。
―――――――――――――――――――――
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